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３月定例会

平成25年4月24日発行

３月 25日 池田北保育園最後の卒園式
さよなら ぼくたちのほいくえん

ご協力く
ださい !

!

議会改革
について

意見を募
集します
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3
月
定
例
会

２

平成24年度一般会計補正予算・平成25年度一般会計予算

施設改修、防災、子育て支援に
力を入れた予算案を可決 !!

　平成 24年度一般会計補正予算は、国の「地域の元気臨時交付金（事業費の約８割が国から交付さ
れる）」を用い、庁舎・総合福祉センター・高瀬中学校・体育施設の改修、農業道路の整備、カミツ
レの里活性化に資する事業など総額 3億 5,449 万円の補正予算を可決した。また、値上がりが続く
灯油対策として、町民税非課税世帯で７条件に合致された方への「灯油購入費助成」やアップルラン
ド池田店の撤退にともなう「晴れるや市」への補助を盛り込んだ 2,509 万円の補正予算を可決した。
　平成 25年度一般会計予算では、新規事業として、防災行政無線デジタル化、災害時の庁舎停電対策、
防災カルテ作成などの防災事業を盛り込み、保育料の値下げ、福祉医療給付の 18歳までの拡大など
の子育て支援に力を入れた総額 41億 7,560 万円の予算案を可決した。

　

３
月
定
例
会
は
3
月
８
日
か
ら
19
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
た
。

25
年
度
一
般
会
計
予
算
・
特
別
会
計
予
算
、
24
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
15
議
案
が
提
出
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
通
り
可
決
さ
れ
た
。

　

陳
情
２
件
を
採
択
し
、
１
件
を
一
部
採
択
と
し
た
。
意
見
書
１
件
を
国
の
関
係
機
関
に
提
出
し
た
。

一
般
質
問
は
11
名
が
行
っ
た
。

　

ま
た
、
町
教
育
委
員
と
し
て
田
中　

学
氏（
内
鎌
）

を
議
会
同
意
し
た
。

３月定例会◎24年度一般会計補正予算（国の「地域の元気臨時交付金」を活用 、
　予算額３億５,４４９万円）
○庁舎１階照明のＬＥＤ化、総合福祉センターの 空調機修繕　　　　  2,531 万円
○多目的研修センター・ハーブセンターの外壁・屋根補修　　　　　　2,500 万円
○町営プール塗装、テニスコート駐車場舗装、農村グランドネット設置　910万円 
○池小プールろ過機改修・下水道接続・便器取替、会染小トイレ改修、
　高瀬中放送設備改修・校舎外壁塗装・体育館外壁塗装・温風暖房機交換　1億 5,317 万円
○内川（渋田見地区）かさ上げ・フェンス設置 , 町川（正科～五丁目）
　安全柵設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,250 万円
○基幹農道改良工事（坂下～新屋敷）、畑地帯総合整備中之郷工区暗渠排水工事 5,413 万円
○カミツレの里活性化事業（カミツレ販売促進、備品購入など）　　　 4,528 万円

◎24年度一般会計補正予算（通常一般会計補正予算、予算額2,509万円）
　主な新規事業
○灯油購入費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　250万円
　（町民税非課税世帯で生活保護世帯など７条件に該当する
　 約 300世帯に１世帯 7,000 円を助成）
○地域総合振興事業補助金　（晴れるや市への補助金）　　　　　　　　　  90 万円

◎25年度一般会計予算構成比率　総額41億 7,560万円

歳　　入歳　　出
その他
9千 2百万円  2％

議会費  7 千 1百万円  2％消防費
1億 7千 1百万円  4％

譲与税・交付金
1億 6千 9百万円  4％

国庫支出金
2億 4百万円
5％

使用料
および
手数料
7千 5百万円
　　　　2％

自主財源 ※ 1
12億 3百万円
　29％

依存財源 ※ 2
29億 7千 3百万円
　　　71％

※ 1  自主財源　町が自主的に収入にできる財源
※2  依存財源　国や県から交付される財源など

県支出金
2億 4千万円
6％

町債
6億円
14％ その他

2億 4千 8百万円
　　　6％

町税
8億 8千万円
　　　　21％

地方交付税
17億 6千万円  42％

衛生費
2億 6千 7百万円  6％

農林水産業費
2億 1千 3百万円  5％

土木費
3億 6千 7百万円  9％

教育費
3億 4千万円
8％

公債費
5億 8千 9百万円
14％

総務費
7億 7千 8百万円
19％

民生費
12億 8千 8百万円
31％
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３月定例会審査結果 
事件の番号 件　　　　　　　　　　　容 審査の結果

議 案 第 ４ 号 池田松川施設組合規約の変更 可　　決

議 案 第 ５ 号 池田町福祉医療費特別給付金条例の一部を改正する条例の制定 可　　決

議 案 第 ６ 号 池田町保育園設置条例の一部を改正する条例の制定 可　　決

議 案 第 ７ 号 平成２４年度池田町一般会計補正予算（第６号） 可　　決

議 案 第 ８ 号 平成２４年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可　　決

議 案 第 ９ 号 平成２４年度池田町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 可　　決

議案第１０号 平成２４年度池田町水道事業会計補正予算（第１号） 可　　決

議案第１１号 平成２５年度池田町一般会計予算 可　　決

議案第１２号 平成２５年度池田町工場誘致等特別会計予算 可　　決

議案第１３号 平成２５年度池田町国民健康保険特別会計予算 可　　決

議案第１４号 平成２５年度池田町後期高齢者医療特別会計予算 可　　決

議案第１５号 平成２５年度池田町下水道事業特別会計予算 可　　決

議案第１６号 平成２５年度池田町簡易水道事業特別会計予算 可　　決

議案第１７号 平成２５年度池田町水道事業会計予算 可　　決

議案第１８号 平成２４年度池田町一般会計補正予算（第７号） 可　　決

陳 情 １ 号 平成２５年度税制改正に関する情書について 一部採択

陳 情 ２ 号 年金２．５％削減の中止を求める陳情 採　　択

陳 情 １ １ 号 ライフル射撃場増設に係わるお願い書 採　　択

発 議 第 ２ 号 年金２．５％削減の中止を求める陳情 採　　択

同意第 １ 号 池田町教育委員会委員の任命について（田中　学氏） 同　　意

歳入・予算構成比
　25年度一般会計予算で町税は 0.2％減収の 8億 7,965 万を見込み、地方交付税は前年同額の

17億 6,000 万円を見込んだ。予算構成比では自主財源 28.8％、依存財源 71.2％となり、総務

費（43％増、2億 3,357 万円増）と公債費（12％増、6,451 万円増）の割合が増加した。

歳出　主な新規事業
○防災行政無線デジタル化　 ２億4,750万円

○防災拠点整備事業　　　　　　 4,794万円

（災害時の庁舎停電対策に太陽光発電施設）

○防災カルテ作成事業（緊急雇用）　845万円

○買い物バス運行事業　　　　　　 667万円

　（新規運行委託など）

○会染保育園耐震診断委託料　　　 494万円

○下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等

　の合理化に関する特別措置法（※）による

　転廃交付金　　　　　　　　　 1,377万円 

○ワイン祭り実行委員会補助金　　　45万円

○商店活性化対策事業補助　　　　 100万円
（空き店舗改修への補助、改修費の２割・最大20万円まで）

○会染小学校工事請負費　　　　　 100 万円

　（各教室に電話機を設置する）

＜予算増・減＞

○保育料の引き下げ        　    　  ▲ 265 万円

　（保育料を平均 4.35％値下げ、月額 400 円

　  ～ 1,500 円値下げによる減）

○福祉医療給付費の増　　　　　　　125万円

　（福祉医療給付費対象年齢を 15歳から 18歳

　  まで拡大による増）

○敬老祭交付金の増　　　　　　　　  86 万円

　（1人当たりの交付金を700円から 1,000円

　 にするための増）

○就学援助費の増　　　         　　　114万円

　（就学援助費の給食費を 80％補助から全額補

　  助にともなう増）
※合特法：下水道の整備により仕事を失うくみ取り

業者に、金銭補償などの便宜を図ることを自治体

に許可した法律。1975年に施行された。

◎25年度一般会計予算
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本
会
議
で
の
質
問
と
答
弁

３
月
本
会
議
で
の
質
問
と

　
　

答
弁
を
ま
と
め
ま
し
た

大峰大カエデの駐車場

◎
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

6
号
）

問　
「
晴
れ
る
や
市
」
へ
の

補
助
金
90
万
円
の
根
拠
は

答　

チ
ラ
シ
、
桃
太
郎
旗
、

手
洗
い
場
の
整
備
等
で
あ
る
。

問　

花
と
ハ
ー
ブ
の
里
づ
く

り
事
業
の
工
事
費
31
万
5
千

円
は
。

答　

温
室
に
水
道
管
を
引
く

費
用
で
あ
る
。

問　

灯
油
購
入
費
用
助
成
金

7
千
円
の
対
象
者
は
。

答　

非
課
税
世
帯
で
75
歳
以

上
の
方
、
身
体
障
が
い
者
1

〜
3
級
の
方
が
、
い
る
家
庭
、

療
育
手
帳
の
Ａ
1
・
Ａ
2
を

お
持
ち
の
方
、
精
神
障
が
い

者
1
〜
2
級
の
方
が
い
る
家

庭
、
介
護
度
4
〜
5
の
方
が

い
る
家
庭
、
母
子
・
父
子
家

庭
、
生
活
保
護
世
帯
で
あ
る
。

対
象
者
に
申
請
書
を
発
送
し

た
。

問　

ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
の
電

気
料
が
デ
マ
ン
ド
方
式
で
あ

る
。
契
約
方
法
の

見
直
し
を
。

答　

デ
マ
ン
ド
方

式
が
望
ま
し
い
の

で
、
当
分
採
用
し

て
い
く
。

問　

美
術
館
と
創

造
館
等
電
気
料
を

分
け
た
ら
ど
う
か
。

答　

各
施
設
個

メ
ー
タ
ー
を
設

置
し
た
。
各
施
設

ご
と
判
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
節
電

に
努
め
る
。

◎
国
民
保
険
等
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
3
号
）

問　

保
険
給
付
費
等
減
少
傾

向
だ
が
。

答　

入
院
件
数
の
減
で
あ
る
。

特
定
健
診
の
効
果
と
見
る
。

◎
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
3
号
）

問　

汚
泥
処
理
委
託
料
の
増

は
、
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ

た
の
か
。

答　

自
然
増
で
あ
り
予
想
は

不
可
能
で
あ
る
。

◎
平
成
25
年
度
一
般
会
計
予

算問　

固
定
資
産
税
に
ア
ベ
ノ

ミ
ク
ス
の
影
響
は
あ
る
の
か
。

答　

影
響
は
無
い
と
み
る
。

問　

臨
時
財
政
対
策
債
を
今

後
減
ら
し
た
ら
ど
う
か
。

答　

有
利
な
起
債
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
も
利
用
し
て
い
く
。

問　

土
木
費
国
庫
補
助
金
の

減
は
。

答　

橋
梁
長
寿
命
化
計
画
事

業
の
補
助
金
が
24
年
度
で
終

了
し
た
た
め
で
あ
る
。

問　

横
浜
岡
村
西
部
と
の
交

流
は
町
民
に
見
え
て
こ
な
い
。

答　

小
学
校
の
交
流
が
主
体

で
あ
る
。
池
田
町
へ
来
た
時

は
市
民
農
園
で
体
験
学
習
等

し
て
い
る
。
今
後
は
住
民
交

流
に
も
力
を
い
れ
る
。

問　

日
本
で
最
も
美
し
い
村

連
合
負
担
金
が
、
年
々
増
え

て
い
る
が
。

答　

東
京
事
務
所
の
維
持
経

費
分
30
万
円
と
、
県
の
ス
タ

ン
プ
ラ
リ
ー
と
、
連
合
の
負

担
金
で
あ
る
。

問　

防
災
拠
点
事
業
と
は
。

答　

庁
舎
内
に
太
陽
光
パ
ネ

ル
、
蓄
電
池
、
発
電
器
を
設

置
し
、
防
災
拠
点
と
す
る
事

業
で
あ
る
。

問　

防
災
地
区
カ
ル
テ
作
成

事
業
と
は
。

答　

避
難
場
所
の
調
査
と
、

住
民
の
状
況
を
調
査
し
、
ま

と
め
る
も
の
で
あ
る
。

問　

長
野
県
地
方
税
滞
納
整

理
機
構
負
担
金
の
増
は
。

答　

処
理
件
数
割
と
、
実
績

割
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

問　

エ
コ
キ
ュ
ー
ト
の
結
果

が
で
る
の
は
い
つ
か
。

答　

現
在
試
験
的
に
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
い
る
。
1
年
位
様

子
を
み
て
最
善
の
セ
ッ
テ
ィ

ン
グ
を
と
考
え
て
い
る
。

問　

介
護
給
付
訓
練
等
給
付

費
増
は
何
故
か
。

答　

人
員
増
で
あ
る
。

問　

成
年
後
見
人
等
報
酬
費

扶
助
の
増
は
何
故
か
。

答　

２
件
を
見
込
ん
で
い
る
。

問　

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
花
し
ょ
う
ぶ
の
建
設
補

助
金
は
。

答　

建
設
費
で
平
成
30
年
ま

で
補
助
す
る
も
の
で
あ
る
。

問　

不
法
投
棄
の
対
策
は
。

答　

不
法
投
棄
は
イ
タ
チ

ご
っ
こ
で
あ
る
。
随
時
対
策

を
取
っ
て
い
く
。

問　

室
内
犬
の
登
録
漏
れ
は

な
い
か
。

答　

現
在
680
頭
の
登
録
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
も
飼
い
主
の

届
出
制
で
あ
る
た
め
、
実
態

は
不
明
で
あ
る
。

問　

合
特
法
は
大
丈
夫
か
。

答　

25
年
度
を
も
っ
て
契
約

終
了
で
あ
る
。

問　

市
民
農
園
の
契
約
状
況

は
。

答　

広
津
は
全
区
画
契
約
済

み
、
渋
田
身
見
は
22
区
画
空

い
て
い
る
。

問　

ワ
イ
ン
祭
り
は
ど
の
よ

う
に
行
う
の
か
。

答　

本
年
度
は
実
行
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、
県
営
事
業
の

竣
工
式
が
メ
イ
ン
で
、
26
年

度
か
ら
本
格
的
に
行
う
。
今

後
先
進
地
等
を
参
考
に
、
実

行
委
員
会
メ
ン
バ
ー
も
検
討

し
て
い
く
。

問　

有
害
鳥
獣
駆
除
の
捕
獲

計
画
は
。

答　

県
に
申
請
し
許
可
を
得

て
か
ら
決
め
る
。

問　

215
万
円
の
広
告
費
は
ど

の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
か
。

答　

観
光
情
報
誌
を
年
4
回

発
行
、
各
メ
デ
ィ
ア
、
ふ
る

里
祭
り
等
で
あ
る
。

問　

観
光
振
興
事
業
で
緊
急

雇
用
の
臨
時
職
員
1
名
は
ど

こ
に
配
属
さ
れ
る
の
か
。

答　

推
進
本
部
か
ら
観
光

シ
ー
ズ
ン
に
応
じ
配
属
す
る
。

問　

大
峰
道
路
の
改
良
、
大

カ
エ
デ
駐
車
場
拡
大
、
ト
イ

レ
の
対
策
、
高
照
山
の
看
板

設
置
を
。

答　

道
路
の
改
良
は
検
討
中
、

大
カ
エ
デ
の
駐
車
場
は
北
側

と
真
ん
中
を
つ
な
げ
る
予
定
。

バ
イ
オ
ト
イ
レ
の
設
置
を
検

討
す
る
。
高
照
山
の
看
板
は

移
動
で
き
る
看
板
を
作
る
予

定
。

問　

ア
ス
ベ
ス
ト
の
検
査
と

あ
る
が
。

答　

法
定
に
基
づ
く
、
浮
遊

物
の
検
査
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
。

問　

体
協
へ
の
補
助
金
の
実
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本
会
議
で
の
質
問
と
答
弁

「
池
田
町
福
祉
医
療
特
別
給

付
金
条
例
の
一
部
改
正
条

例
」
賛
成
討
論

　

福
祉
医
療
給
付
を
15
歳
か

ら
18
歳
ま
で
の
引
き
上
げ
は
、

子
育
て
中
の
方
か
ら
歓
迎
さ

れ
、
若
い
世
代
の
定
着
推
進

に
つ
な
が
る
。
国
は
、
生
活

保
護
費
の
引
き
下
げ
を
計
画

し
、
社
会
保
障
費
の
削
減
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
町
は

町
民
の
生
活
を
守
る
防
波
堤

と
な
る
こ
と
を
要
望
し
、
賛

成
す
る
。　
　
（
服
部
久
子
）

「
平
成
24
年
度
一
般
会
計

補
正
予
算
」
賛
成
討
論

　

今
回
の
補
正
予
算
で
は
、

町
民
税
非
課
税
世
帯
の
約
300

世
帯
に
１
世
帯
当
た
り
7
千

円
を
助
成
す
る
「
灯
油
購
入

費
助
成
事
業
」
が
予
算
化
さ

れ
た
。ま
た
、「
晴
れ
る
や
市
」

へ
の
補
助
金
で
あ
る
「
地
域

総
合
振
興
事
業
補
助
金
」
が

予
算
化
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は

時
宜
を
得
た
適
切
な
施
策
で

あ
り
、
評
価
す
る
。「
晴
れ

る
や
市
」
に
つ
い
て
は
、
週

２
回
の
実
施
の
検
討
を
要
望

し
、賛
成
す
る
。（
薄
井
孝
彦
）

「
平
成
25
年
度
一
般
会
計

予
算
」
賛
成
討
論

　

今
回
の
予
算
で
、
福
祉
医

療
給
付
費
対
象
年
齢
を
18
歳

ま
で
拡
大
し
た
こ
と
、
保
育

料
を
値
下
げ
し
た
こ
と
、
敬

老
祭
1
人
当
た
り
の
交
付
金

を
増
大
さ
せ
た
こ
と
、
就
学

援
助
費
の
給
食
費
を
全
額
補

助
に
増
大
さ
せ
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
子
育
て
支
援
が
進
ん

だ
。
ま
た
、
防
災
行
政
無
線

の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業
、
災
害

時
の
防
災
拠
点
と
な
る
役
場

庁
舎
の
停
電
対
策
整
備
事
業
、

災
害
時
の
防
災
会
ご
と
の
防

災
対
策
を
検
討
す
る
防
災
カ

ル
テ
作
成
事
業
に
よ
り
防
災

施
策
の
前
進
に
つ
な
が
る
。

利
用
し
や
す
い
買
い
物
バ
ス

事
業
、「
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド

池
田
店
」
跡
地
で
の
店
舗
再

開
、
地
区
防
災
会
と
共
同
し

て
進
め
る
防
災
カ
ル
テ
作
成

事
業
の
推
進
を
要
望
し
、
賛

成
と
す
る
。　
（
薄
井
孝
彦
）

「
平
成
25
年
度
一
般
会
計

予
算
」
賛
成
討
論

　

長
年
、
町
民
や
議
会
か
ら

の
要
望
が
多
か
っ
た
18
歳
ま

で
の
医
療
費
無
料
化
引
き
上

げ
や
、
保
育
料
の
平
均
4.35
％

の
引
き
下
げ
な
ど
、
子
育
て

世
代
に
や
さ
し
い
予
算
に
な

り
、
大
い
に
評
価
す
る
。
ま

た
、
保
育
園
か
ら
中
学
校
ま

で
町
費
で
加
配
支
援
職
員
の

配
置
を
継
続
す
る
こ
と
も
他

町
村
に
は
少
な
い
池
田
町
独

自
の
子
育
て
施
策
で
あ
る
。

今
後
、
国
か
ら
の
交
付
税
等

の
措
置
が
減
少
す
る
と
予
想

さ
れ
る
。
新
年
度
は
新
た
な

自
主
財
源
を
見
つ
け
る
べ
く
、

さ
ら
な
る
努
力
を
お
願
い
し

賛
成
討
論
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
（
矢
口　

稔
）

態
調
査
を

答　

実
態
調
査
を
し
な
が
ら

配
分
の
検
討
を
す
る
。

問　

農
村
広
場
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

使
用
は
あ
っ
た
か
。

答　

使
用
は
さ
れ
て
い
な
い
。

講
習
は
総
合
体
育
館
で
1
回

行
っ
て
い
る
。

問　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
詳
し
く
聞
き
た
い
。

答　

Ｄ
Ｉ（
で
あ
い
）ネ
ッ
ト

を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

若
い
ス
タ
ッ
フ
を
加
え
充
実

し
て
い
き
た
い
。
消
防
団
主

催
の
ノ
モ
ッ
カ
（
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

Ｃ
Ｃ
Ａ
）
も
非
常
に
盛
り
上

が
っ
た
。
今
後
も
継
続
し
て

い
く
。

問　

北
側
の
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

が
荒
れ
て
い
る
。
整
備
委
託

料
の
中
に
こ
の
コ
ー
ト
の
整

備
も
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

答　

人
工
芝
の
み
で
あ
る
。

北
側
コ
ー
ト
も
重
機
等
で
整

備
し
て
い
く
。

問　

北
側
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は

昨
年
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。

他
の
目
的
で
使
う
よ
う
検
討

す
る
べ
き
と
思
う
が
。

答　

中
学
校
の
部
活
で
使
用

し
て
い
く
よ
う
、
再
度
呼
び

か
け
る
。
他
へ
の
使
用
は
検

討
課
題
と
し
た
い
。

問　

大
カ
エ
デ
の
環
境
保
全

の
た
め
入
場
料
は
考
え
て
い

る
か
。

答　

観
光
協
会
で
協
力
金
と

し
て
、
車
1
台
に
つ
き
100
円

を
考
え
て
い
る
。

問　

農
地
農
家
情
報
管
理
シ

ス
テ
ム
保
守
委
託
料
と
は
。

答　

農
地
の
情
報
を
ま
と
め

る
パ
ソ
コ
ン
1
台
分
。

問　

損
害
防
止
事
業
補
助
金

減
の
理
由
は
。

答　

水
稲
の
種
子
の
更
新
は

当
た
り
前
と
な
り
減
額
。

問　

松
く
い
虫
対
策
は
。

答　

現
在
の
と
こ
ろ
樹
種
転

換
で
い
く
。

問　

ホ
タ
ル
を
町
の
観
光
と

し
て
取
り
上
げ
る
の
か
。

答　

各
自
治
会
の
関
係
者
と

会
議
を
開
き
検
討
す
る
。

問　

北
ア
ル
プ
ス
広
域
連
合

常
備
消
防
費
負
担
金
の
増
の

理
由
は
。

答　

現
在
3
個
所
の
救
急
指

令
室
を
、
1
個
所
に
統
合
す

る
た
め
。

問　

道
路
改
良
事
業
で
田
の

入
り
線
は
何
ｍ
か
。

答　

300
ｍ
を
計
画
し
て
い
る
。

問　

特
別
支
援
学
校
い
き
い

き
子
育
て
支
援
事
業
の
内
容

は
。

答　

町
内
か
ら
安
曇
養
護
学

校
に
通
う
児
童
を
対
象
に
、

放
課
後
社
協
と
タ
イ
ア
ッ
プ

し
て
、
支
援
し
て
い
る
。

問　

放
課
後
子
供
教
室
運
営

事
業
と
は
。

答　

放
課
後
、
教
育
会
館
と

賛  

成  

討  

論

多
目
的
研
修
セ

ン
タ
ー
で
、
支

援
が
必
要
な
児

童
を
対
象
に
、

学
習
支
援
し
て

い
る
。

問　

本
年
後
の

企
画
展
は
。

答　

①
日
本
の

美
桜
さ
く
ら
展

②
世
界
の
ア
ー

ト
な
木
の
玩

具
展
③
山
村
浩

二
と
世
界
の
秀
作
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
展
④
新
美
南
吉
の
青

春
他
、
3
展
で
あ
る
。

問　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
協
議
会

交
付
金
が
減
額
だ
が
。

答　

北
信
越
大
会
以
上
の
出

場
チ
ー
ム
に
交
付
す
る
も
の

で
、
前
年
度
実
績
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
る
。

問　

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
は
、
本
年
度
ど
の
よ

う
に
運
営
し
て
い
く
の
か
。

答　

本
年
度
は
準
備
の
最
終

年
度
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な

も
の
が
良
い
か
最
終
決
定
し
、

26
年
か
ら
正
式
に
ス
タ
ー
ト

す
る
。

消防団主催の出逢いの場N
ノ モ ッ カ

OMOCCA
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委　

員　

会

６

防
災
対
策
を
進
め
る

25
年
度
池
田
町
一
般
会
計
予
算
を
可
決

　
　
　

総
務
福
祉
委
員
会

議
案
６
件
、
陳
情
２
件
を
審

査
し
た
。
議
案
は
全
て
可
決

し
た
。

◎
議
案　

池
田
町
福
祉
医
療

費
特
別
給
付
金
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て
（
福
祉
医
療

を
18
歳
ま
で
拡
大
す
る
）

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

◎ 

議
案　

平
成
24
年
度
池

田
町
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

本
年
度
の
特
定
健
診
受

診
率
の
見
込
み
は
。

答　

国
の
目
標
で
あ
る
65
％

を
超
え
る
見
込
み
で
あ
る
。

◎
議
案　

平
成
25
年
度
池
田

町
一
般
会
計
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

法
人
税
の
超
過
課
税

（
14.7
％
）を
標
準
課
税（
12.7
％
）

に
し
た
場
合
、
税
収
減
は
い

く
ら
に
な
る
か
。
ま
た
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
。

答　

約
300
万
円
の
減
と
な
る
。

貴
重
な
財
源
で
あ
り
、
現
行

で
い
き
た
い
。

問　

固
定
資
産
税
の
評
価
方

法
及
び
課
税
方
法
に
つ
い
て

の
考
え
は
。

答　

宅
地
は
毎
年
下
落
し
て

お
り
、
固
定
資
産
税
の
評
価

は
毎
年
実
施
し
、
適
正
な
課

税
を
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

問　

防
災
地
区
カ
ル
テ
作
成

事
業
（
緊
急
雇
用
対
策
）
の

内
容
は
。

答　

業
者
委
託
（
10
人
程
度

の
雇
用
）
に
よ
り
地
区
防
災

会
毎
の
人
口
構
成
、
建
物
構

成
、
消
火
栓
、
危
険
個
所
、

避
難
ル
ー
ト
を
調
べ
記
載
し
、

台
帳
と
し
て
整
備
し
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
す
る
。

問　

日
本
で
美
し
い
村
連

合
の
予
算
は
経
費
の
削
減
を

図
っ
て
ほ
し
い
。
普
通
旅
費

92
万
9
千
円
の
内
容
は
。

答　

連
合
フ
ェ
ス
テ
バ
ル
が

開
か
れ
る
島
根
県
海
士
（
あ

ま
）
町
へ
４
人
で
行
く
旅
費

な
ど
で
あ
る
。
離
島
な
の
で

旅
費
が
か
さ

む
。
人
数
な

ど
は
検
討
す

る
。

問　

来
年
度
、

美
し
い
池
田

町
に
す
る
た

め
に
取
り
組

み
を
具
体
的

に
示
し
て
欲

し
い
（
カ
ラ

ス
の
糞
対
策
、

町
な
か
に
ゴ

ミ
集
積
場
の

設
置
な
ど
）。

答　

推
進
プ
ラ
ン
に
基
づ
き

各
課
・
団
体
で
取
り
組
む
。

カ
ラ
ス
の
糞
対
策
は
難
し
い

が
、
ア
イ
デ
ア
を
い
た
だ
き

な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

町
な
か
の
ゴ
ミ
集
積
場
の
用

地
確
保
が
難
し
い
。

問　

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

魅
力
あ
る
も
の
に
更
新
す
る

よ
う
検
討
し
て
欲
し
い
。

答　

検
討
す
る
。

問　

庁
舎
で
八
幡
神
社
か
ら

借
り
て
い
る
敷
地
は
ど
こ
か
。

答　

庁
舎
玄
関
を
出
て
ロ
ー

タ
リ
ー
に
あ
る
水
路
よ
り
西

が
神
社
の
土
地（
2
千
900
㎡
）

で
あ
る
。図
書
館
・
教
育
会
館
・

公
民
館
は
町
の
土
地
で
あ
る
。

問　

町
な
か
の
防
犯
灯
の
Ｌ

Ｅ
Ｄ
化
を
考
え
て
い
な
い
か
。

ま
た
、
街
路
灯
を
整
備
す
れ

ば
防
犯
灯
は
い
ら
な
い
の
で
は
。

答　

23
年
度
か
ら
更
新
し
た

防
犯
灯
は
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
し
て
い

る
が
、
一
斉
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
は
考

え
て
い
な
い
。
現
在
、
町
内

の
防
犯
灯
、
街
路
灯
な
ど
の

調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ

の
内
容
を
み
て
街
路
灯
を
整

備
し
、
防
犯
灯
の
要
否
を
判

断
す
る
。

問　

予
防
接
種
で
の
個
別
接

種
・
集
団
接
種
に
つ
い
て
の

考
え
は
。

答　

当
面
、
1
歳
以
下
は
個

別
接
種
、 

1
〜
４
歳
は
集
団

接
種
と
し
、
両
者
を
併
用
し

て
い
き
た
い
。

問　

子
宮
頸
が
ん
の
予
防
接

種
の
副
作
用
に
つ
い
て
の
注

意
喚
起
は
ど
の
よ
う
に
行
っ

て
い
る
か
。

答　

対
象
で
あ
る
中
学
１
年

生
に
、
４
月
、
パ
ン
フ
を
渡

し
説
明
し
て
い
る
。
何
か
あ

れ
ば
連
絡
い
た
だ
く
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

問　

池
田
っ
子
フ
ェ
ス
テ
バ

ル
を
止
め
た
理
由
は
。

答　

500
人
が
参
加
し
好
評
で

あ
っ
た
が
、
家
庭
で
の
取
り

組
み
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
。

次
年
度
は
家
庭
で
の
取
り
組

み
強
化
に
シ
フ
ト
し
た
い
の

で
止
め
た
。

問　

町
は
民
生
委
員
に
情
報

を
定
期
的
に
提
供
し
て
い
る
か
。

答　

個
別
に
相
談
が
あ
っ
た

時
、
必
要
に
応
じ
て
提
供
し

て
い
る
。

問　

来
年
度
実
施
す
る
交
通

弱
者
の
調
査
は
ど
の
よ
う
に

行
う
か
。

答　

福
祉
台
帳
の
項
目
を
検

討
し
な
が
ら
買
い
物
弱
者
を

含
め
調
査
す
る
。

◎
議
案　

平
成
25
年
度
池
田

町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

予
算
に
つ
い
て

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

本
年
度
医
療
費
が
減
っ

た
理
由
は
。

答　

64
歳
以
下
の
医
療
費
減

及
び
高
額
治
療
（
80
万
円
以

上
）
費
の
減
が
大
き
い
。

健
康
診
断
受
診
者
で
の
高
血

圧
及
びH

bA
1c

（
糖
尿
病

の
状
態
を
表
わ
す
指
数
）
高

い
人
が
1/2
程
度
に
減
っ
て
い

る
。
今
後
は
、
前
期
高
齢
者

へ
の
対
策
及
び
特
定
健
診
未

受
診
者
へ
の
対
策
が
課
題
と

考
え
る
。

◎
陳
情　

平
成
25
年
度
税
制

改
正
に
関
す
る
情
書
に
つ
い

て　

審
査
結
果　

一
部
採
択

意
見　

震
災
復
興
な
ど
部
分

的
に
賛
成
の
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一
部
採
択
で
ど
う
か
。

◎
陳
情　

年
金
2.5
％
削
減
の

中
止
を
求
め
る
陳
情

　
　
　

審
査
結
果　

採
択

意
見　

国
民
年
金
が
2.5
％
削

減
に
な
る
と
年
金
者
の
暮
ら

し
が
ま
す
ま
す
苦
し
く
な
る
。

庁舎の土地　ロータリー東側の
水路より西側（手前）が借地
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委　

員　

会
有害鳥獣対策費を盛り込んだ

平成25年度一般会計予算を可決

　　  振興文教委員会

議
案
８
件
、
陳
情
１
件
を
審

査
し
た
。
議
案
は
全
て
可
決

し
た
。

◎
議
案
第
７
号　

平
成
24
年

度
池
田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

市
民
農
園
が
6
区
画
増

だ
が
必
要
な
い
と
思
う
が
。

答　

全
部
で
52
区
画
あ
り
、

一
昨
年
30
区
画
ま
で
使
用
者

が
減
っ
た
が
、
募
集
を
積
極

的
に
行
い
36
区
画
ま
で
増
え

た
。
町
外
か
ら
の
問
い
合
わ

せ
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

問　

ハ
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
の
温

室
に
水
道
設
置
を
し
て
良
く

な
る
の
か
。

答　

温
室
に
ビ
オ
ト
ー
プ
を

つ
く
り
、
来
客
者
に
ハ
ー
ブ

テ
ィ
ー
を
飲
ん
で
も
ら
う
た

め
水
道
を
引
く
。

問　

ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
の
除

雪
が
充
分
で
な
か
っ
た
。
今

後
ど
う
す
る
の
か
。

答　

今
年
は
大
雪
で
駐
車
場

の
除
雪
が
充
分
で
は
な
か
っ

た
。
創
造
館
駐
車
場
内
の
除

雪
も
外
部
委
託
を
考
え
る
。

問　

ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
の
光

熱
費
が
高
額
で
あ
る
。
自
然

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
検
討
し
て
は

ど
う
か
。

答　

省
エ
ネ
器
具
の
交
換
は

進
め
て
い
く
が
、
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
具
体
的
検
討
は
な
い
。

問　
「
晴
れ
る
や
市
」
の
開

店
日
数
を
増
や
す
場
合
や
8

月
以
降
な
ど
も
補
正
を
組
む

の
か
。

答　

補
助
の
90
万
円
は
当
初

か
か
る
費
用
で
、
日
数
や
期

間
を
延
長
す
る
場
合
予
算
は

発
生
し
な
い
と
思
う
。

　
◎
議
案
第
９
号　

平
成
24
年

度
池
田
町
下
水
道
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

汚
泥
処
理
60
ト
ン
の
増

加
は
大
き
い
が
な
ぜ
か
。

答　

今
年
度
は
1
割
増
加
し

た
。
増
加
し
た
処
理
委
託
量

は
60
ト
ン
で
、
う
ち
水
分
が

80
％
か
ら
90
％
あ
る
。

◎
議
案
第
10
号　

平
成
24
年

度
池
田
町
水
道
事
業
会
計
補

正
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

◎
議
案
第
11
号　

平
成
25
年

度
池
田
町
一
般
会
計
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

問　

山
林
以
外
の
松
く
い
虫

防
除
は
、
ど
う
す
る
の
か
。

答　

山
林
で
あ
れ
ば
松
く
い

虫
防
除
補
助
事
業
で
で
き
る

が
、
山
林
以
外
の
宅
地
、
神

社
な
ど
や
標
高
800
ｍ
以
下
は

予
防
の
補
助
で
、
薬
剤
の
樹

幹
注
入
や
地
上
か
ら
の
散
布

と
な
る
。

問　

有
害
鳥
獣
対
策
で
猟
友

会
の
協
力
は
。
ま
た
、
駆
除

数
の
決
定
は
何
処
で
す
る
の
か
。

答　

猟
友
会
は
25
人
に
関

わ
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
捕

獲
数
は
保
護
も
考
慮
し
て
市

町
村
で
決
め
る
。
23
年
度
実

績
は
、
カ
ラ
ス
32
羽
、
猿
5

匹
、鹿
25
頭
、猪
9
頭
で
あ
る
。

問　

松
く
い
虫
防
除
は
、
他

市
町
村
と
協
力
し
て
空
中
散

布
で
き
な
い
か
。

答　

松
く
い
虫
被
害
対
策
大

北
指
針
で
は
、
松
く
い
虫
被

害
の
先
端
が
大
町
、
松
川
ま

で
き
て
お
り
、
池
田
町
は
間

伐
と
樹
種
転
換
に
な
っ
て
い

る
。
空
中
散
布
は
補
助
の
対

象
に
な
ら
な
い
。
必
要
な
ら

ば
町
単
独
で
考
え
る
。

問　

カ
ラ
ス
の
檻
を

高
瀬
川
河
川
敷
に
い

つ
設
置
す
る
の
か
。

答　

24
年
度
中
に
設

置
す
る
。
町
の
有
害

対
策
協
議
会
が
設
置

す
る
。

問　

大
か
え
で
の
駐

車
場
は
、
昨
年
何
台

駐
車
し
た
か
。

答　

駐
車
台
数
は
、

乗
用
車
が
2
万
700
台
、

バ
ス
は
110
台
で
あ
る
。

問　

ワ
イ
ン
特
区
の
許
可
を

取
っ
て
欲
し
い
。

答　

特
区
は
2
千
リ
ッ
タ
ー

以
上
で
取
れ
る
。
林
中
の
14

ア
ー
ル
の
土
地
で
ぶ
ど
う
を

試
験
的
に
作
っ
て
い
る
が
、

糖
度
が
良
け
れ
ば
検
討
す
る
。

問　

工
場
誘
致
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。

答　

具
体
的
に
予
定
は
な
い

が
土
地
の
確
保
は
し
て
お
く
。

問　

橋
梁
長
寿
命
化
事
業
は

い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
。

答　

24
年
度
に
計
画
を
策
定

し
た
。
町
に
は
橋
が
118
あ
り
、

5
メ
ー
ト
ル
以
上
の
橋
を
50

年
の
寿
命
を
100
年
に
延
ば
す

事
業
で
、
27
年
か
ら
着
手
し

て
い
く
。

問　

林
中
の
工
場
団
地
の
除

雪
は
、
町
、
個
人
で
実
施
す

る
範
囲
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
。

答　

除
雪
委
託
路
線
は
11
月

末
に
確
認
し
て
い
る
。
指
定

し
て
い
な
い
路
線
は
、
検
討

す
る
。
地
元
自
治
会
で
も
協

力
を
お
願
い
し
た
い
。

問　

教
育
委
員
会
事
務
事
業

評
価
は
何
か
。

答　

年
に
1
度
、
教
育
行
政

を
評
価
し
9
月
に
議
会
に
報

告
し
て
い
る
。

問　

美
術
館
の
経
費
が
か
か

り
す
ぎ
る
。
計
画
的
に
削
減

を
考
え
て
は
ど
う
か
。

答　

町
も
認
識
し
て
い
る
。

創
造
館
を
含
め
て
指
定
管
理

を
考
え
て
い
る
。

◎
議
案
第
12
号　

平
成
25
年

度
池
田
町
工
場
誘
致
等
特
別

会
計
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

◎
議
案
第
15
号　

平
成
25
年

度
池
田
町
下
水
道
事
業
特
別

会
計
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

◎
議
案
第
16
号　

平
成
25
年

度
池
田
町
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
予
算

　
　
　

審
査
結
果　

可
決

◎
議
案
第
17
号　

平
成
25
年

度
池
田
町
水
道
事
業
会
計
予

算　
　

審
査
結
果　

可
決

◎
継
続
審
査
分　

陳
情
11
号

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
増
設
に
係

る
お
願
い
書

　
　
　

審
査
結
果　

採
択

意
見　

昨
今
の
鳥
獣
被
害
の

増
大
で
、
大
町
総
合
射
撃
場

の
増
設
は
、
必
要
と
考
え
る
。

毎週金曜日に開催される「晴れるや市」
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一 

般 

質 

問

８

中之郷地区のふどう畑

議員11名が一般質問ココが聞きたい

産
業
振
興
政
策
の
柱
の
一
つ

　
　

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
建
設
は

　
　
　
　

那
須　

博
天　

議
員

町長
サ
ッ
ポ
ロ
社
を
中
心
に
積
極
的
に
働
き
か
け
を
行
う

問　

加
工
用
ブ
ド
ウ
の
栽
培

促
進
と
ワ
イ
ナ
リ
ー
へ
の
取

り
組
み
は
。

答　

国
産
ワ
イ
ン
の
評
価
が

高
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ワ

イ
ン
用
ブ
ド
ウ
栽
培
の
最
適

地
と
言
わ
れ
る
町
内
３
ヶ
所

で
16.7 

ha
で
ワ
イ
ン
用
ブ
ド
ウ

の
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

数
年
後
に
は
池
田
産
ブ
ド
ウ

だ
け
を
使
っ
た
サ
ッ
ポ
ロ
高

級
ワ
イ
ン
が
誕
生
す
る
予
定

で
あ
る
。

問　

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
建
設
を

進
め
る
場
合
、
土
地
や
資
金

の
町
の
対
応
は
。

答　

ワ
イ
ナ
リ
ー
の
建
設
は
、

引
き
続
き
サ
ッ
ポ
ロ
社
を
中

心
に
積
極
的
に
働
き
か
け
を

行
っ
て
い
き
た
い
。
建
設
場

所
に
つ
い
て
は
、
候
補
地
を

模
索
し
、
資
金
投
資
も
町
と

し
て
最
大
限
で
き
る
よ
う
取

り
組
む
。
美
術
館
と
の
相
乗

効
果
を
考
え

美
術
館
の
周

辺
が
一
案
だ

と
考
え
て
い

る
。

問　

池
田
町

第
5
次
総
合

計
画
で
、
平

成
25
年
度
を

目
標
に
貸
付

地
生
産
法
人

の
決
定
と
あ

る
が
、
ど
の

様
な
組
織
で

何
処
ま
で
進
ん
で
い
る
か
。

答　

法
人
は
、
サ
ッ
ポ
ロ
安

曇
野
池
田
ヴ
ィ
ン
ヤ
ー
ド
㈱

で
あ
る
。
平
成
21
年
7
月
設

立
、
内
容
は
ワ
イ
ン
用
ブ
ド

ウ
栽
培
、
資
本
金
1
千
万
円
、

資
金
は
サ
ッ
ポ
ロ
ワ
イ
ン
㈱

90
％
、
池
田
町
10
％
で
あ
る
。

畑
総
20 

ha
を
借
り
て
栽
培
し

て
い
る
。

問　

昨
年
福
祉
計
画
の
策
定

に
あ
た
り
、
町
民
の
意
見
募

集
で
、
地
区
サ
ロ
ン
の
充
実
、

デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
検
討
が
要

望
で
あ
る
が
ど
の
様
に
取
り

組
む
予
定
か
。

答　

民
生
児
童
委
員
会
等
で

情
報
提
供
を
し
な
が
ら
拡
大

を
行
う
。
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の

検
討
は
、
買
い
物
バ
ス
の
運

行
が
新
年
度
よ
り
始
ま
る
の

で
、
そ
ち
ら
の
利
用
を
御
願

い
す
る
。

問　

会
染
保
育
園
の
耐
震
診

断
の
予
定
は
。

答　

町
の
実
施
計
画
に
基
づ

き
、
平
成
25
年
度
耐
震
診
断

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
よ

り
平
成
26
年
度
改
修
事
業
を

実
施
す
る
。
池
田
北
、
南
保

育
園
と
同
様
に
、
改
修
費
用

が
多
額
に
な
り
、
改
築
等
に

な
っ
た
場
合
は
検
討
す
る
。

　今回の一般質問では７名の議員が社会資本総合整備計画（町なか再生事業）について質問をしました。

一般質問が行われた３月１４日・１５日時点では「当初の計画どおり進める」との町側の答弁でしたが、

議会最終日３月１９日において町長は計画の進め方について、それまでの回答を変え、下記のとおり

一部、変更することを表明しました。社会資本総合整備計画の最新の回答は下記のとおりです。以降

のページでは一般質問の答弁をそのまま掲載いたします。

町　  長：

・町民の充分な理解を得るため、社会資本総合整備計画の国への提出を１年間延期する。

・計画策定委員に公募委員を３名程度加える。

副 町 長：

・アップルランド跡地に商業施設を設け、町民交流センターとの相乗効果でにぎわいを作りたい。

・地域交流センターは町民の皆さんと検討し、面積・事業費などを変えても良い。

総務課長： 

・町民の皆さんへの計画説明会は４月以降開き、意見を聞く。

・パブリックコメントで出された意見は策定委員会で共有し、検討材料の一つとする。

・確定計画提出後は、事業費の上下 20％程度の変更が可能である。



池田町議会だより　　第 98号　　2013年 4月 24日発行池田町議会だより　　第 98号　　2013年 4月 24日発行９

一 

般 

質 

問

複合的施設を作る事によりコミュ二ティゾーン構築に繋がる町
長

コミュニティスペースは

　　　どう位置づけるか

　　　大出　美晴　議員

ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
跡
地
に

　
　
　

公
民
館
は
必
要
か

          　

和
沢　

忠
志　

議
員

総
務

課
長

町
な
か
再
生
の
為
に
も
必
要

問　

計
画
に
よ
る
と
町
債
発

行
は
6
億
円
で
公
債
費
償
還

金
は
平
成
28
年
度
よ
り
毎
年

9
千
万
円
増
の
返
済
に
て
平

成
32
年
度
頃
ま
で
に
計
画
さ

れ
て
お
り
、
次
期
町
政
の
足

か
せ
と
な
っ
て
お
り
問
題
が

あ
る
。
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
跡

地
利
用
は
、
商
業
施
設
の
誘

致
が
先
で
あ
る
。
今
後
の
大

型
事
業
、
安
曇
病
院
の
再
構

築
支
援
金
、
工
業
団
地
取
得
、

会
染
保
育
園
の
耐
震
工
事
又

は
新
築
、
北
保
育
園
跡
の
再

開
発
等
が
予
定
さ
れ
る
。

一
方
、
国
の
財
政
危
機

に
よ
り
地
方
交
付
税
の

削
減
が
予
想
さ
れ
、
社

会
保
障
費
の
増
大
も
予

想
さ
れ
る
。
困
難
な
時

期
に
公
民
館
建
設
に
多

額
な
投
資
は
控
え
る
べ

き
で
あ
り
、
今
あ
る
建

物
、
今
後
空
い
て
く
る

建
物
の
利
用
等
も
含
め
、

町
民
の
よ
り
一
層
の
検

討
と
合
意
が
必
要
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
今
回
の
計

画
の
中
で
町
に
と
っ
て
必
要

な
事
業
は
町
民
の
合
意
の
も

と
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
。
今
後
の
町
の
必
要
な
事

業
等
を
考
え
る
と
公
民
館
で

7
億
円
の
投
資
は
無
理
で
あ

り
、
町
な
か
再
生
に
も
繋
が

ら
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
考

え
る
か
。

答　

現
在
の
公
民
館
は
耐

震
工
事
か
建
て
替
え
の
必
要

が
あ
り
、
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド

の
跡
地
に
建
て
、
町
な
か
へ

の
人
の
流
れ
の
誘
導
と
町
の

に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
た
め

に
も
、
ぜ
ひ
必
要
な
こ
と
と

考
え
て
い
る
。
財
政
上
は
こ

こ
20
年
位
を
比
較
し
て
み
れ

ば
、
一
番
良
い
状
態
で
あ
り

問　

10
年
先
を
見
据
え
た
若

者
定
住
促
進
住
宅
建
設
か
。

答　

高
齢
化
が
進
む
現
状
の 

中
で
は
、
若
者
の
定
住
促
進

が
重
要
な
施
策
に
な
っ
て
い

る
。
ま
た
若
者
が
池
田
町
を

選
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
政
策

が
大
事
と
考
え
る
。
土
地
の

購
入
か
ら
建
築
、
ま
た
子
育

て
支
援
ま
で
、
環
境
の
整
備

も
含
め
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
く
。

問　

子
ど
も
た
ち
が
安
全
に

通
学
で
き
る
道
路
整
備
か
。

ま
た
今
年
は
雪
が
多
く
除
雪

も
大
変
だ
っ
た
が
、
通
学
へ

の
支
障
は
な
い
か
。

答　

道
路
計
画
は
そ
の
地
域

の
交
通
特
性
に
基
づ
き
、
車

道
幅
員
、
路
肩
幅
を
設
定
す

る
方
式
を
取
っ
て
い
る
。
子

ど
も
た
ち
の
安
全
確
保
に
は

歩
道
併
設
が
最
も
適
切
な
方

式
で
あ
る
。
し
か
し
用
地
取

得
問
題
や
事
業
費
と
の
兼
ね

合
い
で
進
展
し
て
い
な
い
。

転
落
防
止
の
フ
ェ
ン
ス
等
は

事
業
計
画
に
含
め
実
施
し
て

い
る
。
今
後
自
治

会
決
議
に
よ
り
地

権
者
の
同
意
が
取

れ
れ
ば
計
画
の
見

直
し
は
可
能
で
あ

る
。
ま
た
除
雪
に

つ
い
て
は
一
部
歩

道
除
雪
が
遅
れ
路

肩
を
歩
い
た
と
聞

い
て
い
る
が
、
通

学
に
は
支
障
が
な

か
っ
た
と
報
告
を

受
け
て
い
る
。

問　

空
き
家
や
空
き
店
舗
を

放
置
す
る
こ
と
は
色
々
な
面

で
マ
イ
ナ
ス
で
は
。

答　

空
き
店
舗
の
解
消
を
図

る
た
め
に
、
商
店
街
の
賑
い

の
創
出
と
活
性
化
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
商
店
活
性

化
対
策
事
業
を
25
年
度
か
ら

２
年
間
の
予
定
で
行
う
。
空

き
家
に
つ
い
て
は
、
今
の
と

こ
ろ
所
有
権
問
題
の
障
害
に

よ
り
、
撤
去
を
所
有
者
に
依

頼
す
る
か
、
条
例
が
制
定
さ

れ
て
も
、
所
有
者
が
承
諾
し

な
け
れ
ば
前
進
で
き
な
い
状

況
で
あ
る
。

問　

商
店
街
に
賑
い
は
本
当

に
戻
る
の
か
。

答　

に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す

の
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、

行
政
・
民
間
が
連
携
し
て
町

な
か
の
人
の
流
れ
を
構
築
し

て
い
く
こ
と
は
、
大
事
だ
と

考
え
る
。
ま
た
文
化
施
設
・

酒
蔵
を
活
か
す
た
め
商
工
会

と
も
連
携
し
て
い
く
。

問　

観
光
に
よ
る
に
ぎ
わ
い

は
ど
こ
ま
で
広
が
る
か
。

答　

大
カ
エ
デ
が
注
目
さ
れ

た
中
で
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
等
に

よ
る
観
光
客
の
増
加
が
み
ら

れ
た
。
ま
た
地
場
産
の
農
産

物
を
中
心
と
し
た
食
の
町
づ

く
り
を
応
援
し
、
観
光
に
結

び
つ
け
る
。

にぎわう「晴れるや市」

心
配
は
な
い
。

問　

小
学
校
統
合
検
討
委
員

会
の
設
置
に
つ
い
て
の
考
え

は
。

答　

そ
の
時
期
に
来
て
い
る

と
感
じ
て
い
る
が
、
解
決
す

べ
き
問
題
は
多
い
。

問　

男
女
共
同
参
画
に
於

け
る
指
導
的
地
位
へ
の
女
性

30
％
以
上
の
推
進
と
、
先
ず

は
行
政
で
の
管
理
職
登
用
に

つ
い
て
考
え
は
。

答　

管
理
職
に
ふ
さ
わ
し
い

能
力
、
意
欲
の
あ
る
職
員
は

男
女
の
区
別
な
く
登
用
し
て

い
き
た
い
。
ま
た
、
委
員
会

等
で
の
女
性
登
用
に
も
積
極

的
に
推
進
し
て
い
き
た
い
。 商業施設が検討されているアップルランド跡地
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一 

般 

質 

問

道路建設などはスピード感をもって進めたいが、町民の理解をえて進める町
長

町民参加で社会資本

　総合整備計画の策定を

          　薄井　孝彦　議員

教
育
委
員
会
の
役
割
は

            

桜
井　

康
人　

議
員

創
造
的
で
人
間
性
豊
か
な
人
材
育
成
の
た
め
幅
広
く
推
進
し
て
い
る

教 育
委員長

問　

池
田
町
教
育
委
員
会
の

存
在
を
ど
う
考
え
、
ど
う
見

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
教
育

長
以
外
4
名
は
非
常
勤
委
員

な
の
で
、
教
育
行
政
全
般
を

把
握
出
来
る
か
疑
問
だ
。

答　

教
育
委
員
会
は
創
造
的

で
人
間
性
豊
か
な
人
材
を
育

成
す
る
た
め
、
教
育
、
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
な
ど
幅
広

い
分
野
で
教
育
行
政
を
推
進

し
て
い
く
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
4
名
が
非
常

勤
委
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

月
1
回
の
定
例
委
員
会
で
は

所
管
す
る
施
設
の
館
長
や
係

長
か
ら
業
務
報
告
や
行
政
予

定
、
課
題
等
の
説
明
を
受
け
、

教
育
行
政
の
現
状
や
施
策
を

理
解
す
る
機
会
と
し
て
い
る
。

問　

教
育
委
員
会
制
度
を
ど

う
考
え
る
か
。

答　

制
度
に
つ
い
て
議
論
す

る
時
期
が
来
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
現
在
は
町
長
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、

意
志
疎
通
を
図
り
な
が
ら
連

携
し
て
教
育
行
政
に
当
た
っ

て
い
る
。
現
在

の
制
度
が
支
障

に
な
っ
て
い
る

と
は
考
え
て
い

な
い
。

問　

教
育
長
と

教
育
委
員
長
の

責
任
体
制
は
。

答　

教
育
委
員

会
事
務
局
を
指

導
監
督
す
る
教

育
長
と
、
委
員

会
の
会
議
を
主
宰
し
委
員
会

を
代
表
す
る
委
員
長
の
責
任

分
担
は
、
日
常
的
業
務
執
行

上
の
責
任
は
教
育
長
、
そ
の

教
育
長
を
指
揮
監
督
す
る
の

は
教
育
委
員
会
と
な
っ
て
い

る
の
で
、
最
終
的
に
は
教
育

委
員
会
を
代
表
す
る
委
員
長

に
責
任
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

問　

教
育
委
員
会
の
会
議
の

公
開
が
原
則
と
な
っ
て
い
る

が
現
状
は
ど
う
か
。

答　

平
成
24
年
度
は
会
議
回

数
は
定
例
会
12
回
、
臨
時
委

員
会
2
回
で
い
ず
れ
の
会
議

も
大
切
な
内
容
を
審
議
し
て

問　

旧
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
池

田
店
跡
地
に
商
業
施
設
の
設

置
を
。

答　

商
業
施
設
の
設
置
を
検

討
し
て
も
良
い
。

問　

社
会
資
本
総
合
整
備
計

画
案
へ
の
疑
問
の
声
が
大
き

い
。
国
は
計
画
提
出
の
前
提

条
件
に
、
町
民
合
意
の
計
画

を
求
め
て
い
る
。
計
画
説
明

会
を
開
催
し
、
町
民
参
加
で

計
画
検
討
で
き
る
よ
う
に
課

題
別
（
施
設
、
道
路
な
ど
）

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

を
。
ま
た
、
計
画
決
定
を
先

送
り
で
き
な
い
か
。

役割が重要視されている教育委員会 

い
る
。
傍
聴
に
つ
い
て
は
十

分
検
討
し
て
町
民
の
皆
さ
ま

に
理
解
を
得
る
。

問　

学
校
教
育
、
教
員
の
資

質
向
上
の
た
め
の
指
導
は
。

答　

委
員
会
は
学
校
管
理
規

則
を
定
め
、
日
常
的
に
は
校

長
の
判
断
と
責
任
の
も
と
で

管
理
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。

委
員
会
は
学
校
の
設
置
者
と

し
て
学
校
状
況
を
把
握
し
支

援
し
て
い
く
こ
と
が
責
務
。

来
年
度
か
ら
町
3
校
校
長
会

を
毎
月
持
つ
よ
う
計
画
し
て

い
る
。

答　

４
月
以
降
早
い
時
期
に

町
内
２
カ
所
で
町
民
の
意
見

を
聞
く
場
を
計
画
し
た
い
。

最
終
的
に
は
町
民
合
意
、
議

会
同
意
が
な
い
と
計
画
は
進

ま
な
い
と
考
え
る
。

問　

町
な
か
に
人
の
流
れ
を

作
る
た
め
旧
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン

ド
池
田
店
跡
地
に
、
商
業
施

設
と
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
・

図
書
館
の
設
置
を
。

答　

商
業
施
設
と
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
な
ど
の
相
乗
効
果

で
に
ぎ
わ
い
を
作
り
た
い
。

問　

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
は

町
民
要
望
の
実
現
で
き
る
施

設
と
な
る
よ
う
検
討
し
て
欲

し
い
。
ま
た
、
400
席
の
ホ
ー

ル
は
必
要
か
。

答　

検
討
し
た
い
。
面
積
は

小
さ
く
し
て
も
良
い
。

問　

町
に
は
約 

111
億

円
の
借
金
が
あ
る
。
借

金
を
増
や
す
こ
と
は
避

け
る
べ
き
と
考
え
る
。

計
画
内
容
を
精
査
し
、

不
必
要
な
事
業
の
取
り

や
め
な
ど
事
業
費
は
必

要
最
小
限
に
抑
え
る
べ

き
と
考
え
る
。
ま
た
、

安
曇
総
合
病
院
の
再
構

築
な
ど
を
含
め
た
財
政

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

再
検
討
が
必
要
と
考
え
る
が
。

答　

５
年
間
で
６
億
円
の
借

金
を
行
う
が
、
財
政
的
に
は

心
配
な
い
。

高
瀬
川
ダ
ム
の
減
災
対
策

問　

高
瀬
川
ダ
ム
災
害
に
備

え
、「
ダ
ム
管
理
者
と
町
と

の
連
絡
体
制
の
確
立
」
を
地

域
防
災
計
画
に
明
記
を
。
ま

た
、
両
者
で
「
覚
え
書
き
」

を
締
結
し
、
連
絡
訓
練
の
実

施
を
。

答　

明
記
す
る
。「
覚
え
書

き
」・
連
絡
訓
練
は
引
き
続

き
協
議
す
る
。

問　

東
京
電
力
㈱
に
高
瀬
ダ

ム
で
の
深
層
崩
壊
の
影
響
調

査
結
果
の
公
表
要
請
を
。

答　

東
京
電
力
は
公
表
し
て

も
良
い
と
言
っ
て
い
る
。

アップルランド池田店跡地
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25年度から品目・産地を限定し、測定を開始する
教
育
長

学校給食で効果の上がる

　　放射能測定を求める

　　  服部　久子　議員

問　

池
田
松
川
施
設
組
合
議

会
で
学
校
給
食
の
放
射
能
測

定
実
施
が
決
定
し
た
。
効
果

が
上
が
る
測
定
を
求
め
る
。

答　

給
食
提
供
の
前

日
に
品
目
、
産
地
を

限
定
し
て
検
査
す
る
。

使
用
頻
度
の
高
い
食

材
は
中
信
教
育
事
務

所
へ
検
査
を
お
願
い

す
る
。

問　

松
本
市
は
、
毎

日
全
食
材
を
測
定
し
、

高
い
線
量
の
食
材
は

使
用
せ
ず
、
代
用
食

材
を
使
用
し
て
い
る
。

他
市
町
村
の
事
例
を

取
り
い
れ
て
実
施
を
。

答　

出
始
め
の
野
菜
や
心
配

な
地
域
の
食
材
、
近
隣
市
町

村
の
測
定
結
果
が
無
い
食
材

を
測
定
す
る
。
検
査
基
準
は
、

検
討
し
て
い
く
。

問　

保
育
園
給
食
も
実
施
を
。

答　

給
食
セ
ン
タ
ー
の
測
定

状
況
を
見
て
検
討
す
る
。

生
活
保
護
基
準
切
り
下
げ
に

と
も
な
う
影
響
は
。

問　

国
は
生
活
保
護
基
準
を

10
％
切
り
下
げ
る
と
し
て
い

る
。
町
の
保
護
世
帯
数
は
35

世
帯
で
あ
る
。
保
護
基
準
切

り
下
げ
に
と
も
な
う
保
護
世

帯
へ
の
影
響
は
。
町
の
対
応

は
。

答　

生
活
保
護
の
認
定
、
決

定
は
県
福
祉
事
務
所
が
し
て

い
る
の
で
、
町
は
分
か
り
か

ね
る
。
町
は
法
に
沿
っ
て
対

応
す
る
。

問　

町
の
住
民
税
非
課
税
世

帯
は
969
世
帯
あ
る
。
保
護
基

準
切
り
下
げ
に
と
も
な
う
影

響
は
ど
う
か
。

答　

25
年
度
は
影
響
が
な
い
。

問　

保
護
基
準
切
り
下
げ
に

と
も
な
い
、
年
収
240
万
円
の

４
人
家
族
の
非
課
税
世
帯
の

住
民
税
が
２
万
７
千
900
円
の

負
担
と
出
る
と
の
試
算
も
あ

る
。
町
の
対
応
を
求
め
る
。

答　

基
礎
自
治
体
と
し
て
実

一 

般 

質 

問

可
燃
ご
み
の
量
を

　
　

減
ら
す
対
策
は

          　

内
山　

玲
子　

議
員

住民
課長

リ
サ
イ
ク
ル
で
き
る
ゴ
ミ
と
分
別
し
て
出
す

問　

町
で
は
燃
え
る
ゴ
ミ
減

量
を
推
進
し
て
き
た
が
い
ま

だ
に
処
理
量
が
多
い
の
は
な

ぜ
か
。

答　

当
町
の
住
民
一
人
当
た

り
の
可
燃
ゴ
ミ
排
出
量
は
穂

高
広
域
の
構
成
市
町
村
中
、

長
い
間
ワ
ー
ス
ト
1
位
で
あ

る
。
要
因
の
一
つ
と
考
え
る

の
は
23
年
度
に
、
燃
え
る
ゴ

ミ
の
内
容
を
分
析
し
た
と
こ

ろ
生
ゴ
ミ
は
26
％
、
本
来
資

源
ゴ
ミ
で
出
す
べ
き
古
新
聞

や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
等
リ
サ
イ

ク
ル
で
き
る
も
の
が
23
％
含

ま
れ
て
い
た
。
特
に
生
ゴ
ミ

は
約
80
％
が
水
分
と
い
わ
れ

る
。
ぜ
ひ
乾
燥
し
て
出
す
と

か
コ
ン
ポ
ス
ト
等
利
用
し
て

ほ
し
い
。
ゴ
ミ
を
出
す
際
の

一
手
間
不
足
、
分
別
の
甘
さ

が
ワ
ー
ス
ト
1
位
の
要
因
と

も
考
え
る
。

問　

生
ゴ
ミ
処
理
容
器
の
実

績
は
。

答　

処
理
機
購
入
補
助
金
を

出
し
て
い
る
。
24
年
度
8
件
、

11
年
度
に
始
め
て
累
計
236
基

補
助
し
た
。
今
ま
で
補
助
率

1
／
4
、
上
限
2
万
円
だ
っ

た
が
、
3
月
中
に
補
助
金
等

の
内
容
を
見
直
す
予
定
だ
。

買
い
物
バ
ス
に
つ
い
て

問　

一
丁
目
の
ス
ー
パ
ー
が

撤
退
し
た
。
高
齢
者
を
は
じ

め
買
い
物
困
難
者
対
策
と
し

て
バ
ス
を
運
行
す
る
と
あ
る

が
、
ど
う
走
ら
せ
る
か
。
毎

日
の
食
材
の
買
い
だ
め
は
無

理
な
の
で
バ
ス
の
運
行
に
期

待
す
る
。
し
か
し
買
い
物
に

は
時
間
が

必
要
、
そ

の
点
等
ど

う
考
え
る

か
。

答　

現
在

大
字
池
田

の
人
が
、

ザ
・
ビ
ッ

情
を
調
査
し
、
検
討
す
る
。

問　

町
の
就
学
援
助
受
給
者

は
76
人
で
あ
る
が
、
基
準
切

り
下
げ
の
影
響
は
。

答　

現
在
、
就
学
援
助
認
定

基
準
が
生
活
保
護
基
準
の
1.2

以
下
な
の
で
影
響
は
な
い
。

今
後
、
認
定
基
準
を
上
げ
る

か
は
、
実
態
を
み
な
が
ら
対

応
を
検
討
す
る
。

男
女
共
同
参
画
の
促
進
を
。

問　

町
は
目
標
を
持
っ
て
女

性
管
理
職
の
登
用
を
。

答　

女
性
で
適
任
者
が
あ
れ

ば
登
用
す
る
。

新しい給食センター（松川村）

グ
で
降
り
て
買
物
す
る
。
そ

の
バ
ス
が
中
之
郷
を
回
っ
て

戻
る
ま
で
20
分
し
か
な
い
。

改
善
策
と
し
て
乗
務
員
の
休

憩
を
兼
ね
た
停
車
時
間
を
入

れ
た
ダ
イ
ヤ
を
組
む
方
法
と
、

2
ル
ー
ト
運
行
方
法
に
よ
り
、

行
き
帰
り
の
時
間
選
択
肢
も

広
げ
た
い
。

社
会
資
本
総
合
整
備
計
画

問　

住
民
の
声
と
し
て
箱
も

の
は
要
ら
な
い
。
今
あ
る
建

物
の
有
効
利
用
を
希
望
す
る

声
が
多
い
。
一
方
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
を
作
り
、
周
辺
に

商
業
施
設
も
欲
し
い
と
い
う

声
も
あ
る
。

答　

今
回
の
施
設
建
設
の
目

的
は
街
中
の
に
ぎ
わ
い
創
設

の
た
め
の
拠
点
施
設
で
あ
る
。

多
目
的
、
多
機
能
、
多
用
途

を
検
討
す
る
。

補助金が出るゴミ処理機
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一 

般 

質 

問

町民説明会を開催し、議会とも意見交換を行う町
長

社会資本総合整備計画

　策定委員会の進捗状況は

          　矢口　新平　議員

問　

昨
年
度
か
ら
始
ま
っ
た

策
定
委
員
会
の
進
捗
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答　

今
ま
で
3
回
の
委
員
会

を
行
っ
た
。
3
回
目
の
2
月

27
日
の
意
見
で
、
検
討
期
間

の
延
長
や
町
民
説
明
会
の
開

催
な
ど
の
要
望
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
に
従
い
近
々
町
民
説
明

会
を
開
催
す
る
予
定
で
あ
る
。

ま
た
議
会
の
皆
様
方
と
も
意

見
交
換
の
場
も
計
画
し
て
い

る
。

問　

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
が
2

回
町
民
に
配
布
さ
れ
た
。
３

月
末
ま
で
に
結
論
を
出
す
計

「
町
な
か
再
生
事
業
」
に
町
民
の

声
は
ど
れ
だ
け
生
か
せ
て
い
る
か

         

矢  

口 　

稔　

議
員

町
民
説
明
会
の
実
施
と
公
募
委
員
を
検
討
す
る

町長
問　

町
な
か
再
生
事
業
計
画

策
定
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら

れ
て
い
る
。
予
算
規
模
が
約

18
億
円
を
超
え
る
大
き
な
事

業
で
あ
る
。
町
民
の
声
を
生

か
し
、
時
間
を
か
け
て
、
納

得
で
き
る
事
業
展
開
を
図
れ

な
い
か
。

答　

今
後
も
強
引
な
事
業
の

実
施
と
い
う
考
え
は
な
い
。

策
定
委
員
会
は
引
き
続
き
４

月
以
降
も
協
議
し
て
い
く
よ

う
考
え
て
い
る
。

問　

な
ぜ
26
年
度
に
事
業
開

始
な
の
か
、
27
年
度
で
は
い

け
な
い
の
か
。
町
長
の
公
約

で
は
３
年
か
ら
５
年
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
５
年
で
あ

れ
ば
27
年
に
国
に
申
請
し
て

も
間
に
合
う
と
思
う
が
。

答　

一
歩
で
も
早
く
ス
タ
ー

ト
す
る
こ
と
が
プ
ラ
ス
に
な

る
。
今
後
は
さ
ら
に
意
見
を

い
た
だ
き
、
策
定
委
員
会
の

回
数
を
増
や
す
。
町
民
説
明

会
の
実
施
、
議
会
に
も
説
明

は
行
う
。

問　

当
初
、
計
画
は
議
会

の
承
認
を
得
ず
に
国
に
申
請

す
る
と
し
て
い
た
。
議
会
は

予
算
が
付
い
た
段
階
で
議
論

し
て
い
た
だ
く
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
が
、
今
後
も
変
わ
り

は
な
い
か
。

答　

現
在
、
策
定
委
員
会
を

３
回
行
っ
て
い
る
が
、
方
向

性
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。
議

会
の
了
承
の
も
と
、
国
へ
申

請
す
る
手
順
を
と
り
た
い
。

問　

４
月
以
降
の
策
定
委
員

会
に
お
い
て
公
募
委
員
の
参

画
は
ど
う
か
。

答　

公
募
さ
れ
た
方
の
時
間

的
差
は
あ
る
が
、
担
当
課
と

協
議
し
検
討
し
て
い
く
。

緊
急
防
災
エ
リ
ア
メ
ー
ル

問　

災
害
時
に
町
内
の
携

帯
電
話
が
一
斉
に
災
害
情
報

を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
エ
リ
ア
メ
ー
ル
」
の
、
早

期
導
入
を
。

答　

今
回
の
防
災
行
政
無
線

の
更
新
に
併
せ
て
導
入
を
計

画
し
て
い
る
。
機
器
が
揃
う

の
が
25
年
度
中
と
な
っ
て
お

り
、
工
事
が
終
了
し
次
第
、

町
民
の
皆
さ
ん
に
広
報
を
し
、

運
用
を
開
始
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

画
だ
。
町
民
や
議
会
が
何
も

知
ら
な
い
う
ち
に
決
ま
っ
て

し
ま
う
の
で
は
。

答　

5
月
末
ま
で
に
大
枠
で

策
定
を
し
て
9
月
ま
で
に
細

か
い
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
。
使

い
勝
手
の
良
い
補
助
金
な
の

で
変
更
も
可
能
だ
。

問　

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
に

つ
い
て
問
う
。
400
席
の
ホ
ー

ル
、
図
書
館
、
会
議
室
、
多

目
的
ホ
ー
ル
、
教
育
委
員
会

な
ど
の
入
る
建
物
で
、
中
心

街
に
人
の
流
れ
が
多
く
な
る

の
か
。

答　

公
民
館
は
町
民
に
と
っ

て
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
。

今
の
公
民
館
は
耐
震
補
強
を

す
る
価
値
が
な
く
、
仮
に
し

て
も
使
い
勝
手
の
悪
い
も
の

と
な
る
と
想
像
す
る
。

耐
震
補
強
を
す
る
事
は

無
駄
な
投
資
だ
。

問　

池
田
町
に
あ
る
公

共
施
設
、
美
術
館
、
創

造
館
、
多
目
的
セ
ン

タ
ー
、
福
祉
会
館
、
役

場
な
ど
た
く
さ
ん
あ
る

が
、
年
間
の
電
気
、
水

道
、
ガ
ス
、
電
話
な
ど

莫
大
な
必
要
経
費
が
毎

年
か
か
っ
て
い
る
。
そ

の
上
に
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
を
造
る
と
、
上
乗
せ
の

固
定
費
用
が
か
か
り
、
使
え

る
お
金
が
な
く
な
る
心
配
が

あ
る
。

答　

将
来
的
に
は
、
美
術
館
、

創
造
館
は
指
定
管
理
の
体
制

に
も
っ
て
い
く
。
固
定
経
費

を
減
ら
し
て
い
く
。

問　

安
曇
総
合
病
院
の
周
り

の
ア
ク
セ
ス
道
路
に
つ
い
て

問
う
。
と
っ
て
つ
け
た
よ
う

な
曲
が
り
く
ね
っ
た
道
路
で
、

学
校
の
通
学
路
で
も
あ
る
。

も
っ
と
整
理
が
で
き
な
い
か
。

現
在
の
弓
道
場
に
5
千
500
万

円
も
か
け
て
移
転
し
て
、
道

を
開
け
る
の
は
無
駄
だ
。

答　

7
メ
ー
タ
ー
の
道
路
に
、

病
院
周
り
に
は
歩
道
を
考
え

て
い
る
。
小
学
校
周
り
の
改

良
は
必
要
と
考
え
て
い
る
。

建物移転が計画されている弓道場

携帯電話向けの災害情報伝達
サービス「エリアメール」
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一 

般 

質 

問

今
な
ぜ
ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
跡

地
に
新
公
民
館
建
設
な
の
か

         

立  

野　

 

泰　

議
員

町長
空
地
に
し
て
は
い
け
な
い
。皆
が
立
ち
寄
る
施
設
を
検
討
す
る

動
す
る
事
が
大
切

だ
と
思
う
。

問　

地
域
交
流
セ

ン
タ
ー
建
設
な
ら

ば
、
ま
ず
必
要
性
、

位
置
等
町
民
に
示

す
べ
き
だ
。
施
設

あ
り
き
で
な
く
、

し
っ
か
り
し
た
説

明
責
任
が
あ
る
。

答　

老
朽
化
し
た

現
公
民
館
を
そ
の

問　

撤
退
す
る
ア
ッ
プ
ル
ラ

ン
ド
に
、
な
ぜ
急
に
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー
「
新
公
民
館
」

を
建
設
す
る
の
か
。
又
、
い

つ
頃
計
画
を
考
え
た
の
か
。

答　

地
権
者
、
八
十
二
銀

行
等
よ
り
、
12
月
に
打
診
が

あ
っ
た
。

問　

こ
の
跡
地
と
、
町
民

益
を
考
え
る
な
ら
、
他
の
商

業
施
設
等
へ
の
打
診
を
し
な

か
っ
た
の
か
。
ま
ず
第
一
に
、

施
設
の
存
続
を
考
え
る
べ
き
。

答　

こ
の
地
で
の
存
続
を
希

望
し
、
幾
度
と
な
く
交
渉
し

た
。
町
の
理
解
が
得
ら
れ
る

な
ら
、
他
の
場
所
へ
出
店
し

て
も
良
い
と
の
回
答
で
あ
り
、

施
設
の
誘
致
は
考
え
な
か
っ

た
。

問　

町
民
の
気
持
ち
を
思
い
、

有
志
が
JA
大
北
へ
要
請
に
い

く
行
動
を
起
こ
し
た
。
署
名

活
動
も
し
た
が
、
町
は
こ
の

点
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

答　

ア
ッ
プ
ル
ラ
ン
ド
は
、

個
人
の
所
有
で
あ
り
、
そ
の

人
の
意
向
、
了
解
を
得
て
行

ま
ま
と
は
い
か
な
い
。
こ
れ

か
ら
説
明
を
し
っ
か
り
行
っ

て
い
く
。

問　

こ
の
跡
地
を
有
効
活
用

す
る
事
は
、
町
な
か
再
生
に

か
か
せ
な
い
。
し
か
し
今
す

ぐ
購
入
し
、
建
設
地
と
し
た

の
は
な
ぜ
か
。
過
去
に
約
束

で
も
し
た
の
か
。

答　

地
権
者
に
も
そ
れ
な
り

の
事
情
が
あ
り
、
町
と
の
協

議
を
早
く
希
望
と
の
事
で
あ

る
。

問　

他
の
施
設
の
有
効
利
用

を
考
え
る
べ
き
だ
。
美
し
い

村
に
ふ
さ
わ
し
い
、
自
然
豊

か
な
ク
ラ
フ
ト
パ
ー
ク
、
創

造
館
を
活
用
す
る
事
を
提
案

す
る
。
防
災
面
か
ら
も
、
施

設
の
分
散
を
考
え
る
べ
き
。

答　

そ
の
提
案
も
一
つ
で
あ

る
と
思
う
。
ク
ラ
フ
ト
パ
ー

ク
の
魅
力
は
こ
れ
か
ら
も
高

ま
っ
て
い
く
と
思
う
。

問　

町
な
か
の
灯
り
を
取
り

戻
す
事
、
町
な
か
の
に
ぎ
わ

い
を
取
り
戻
す
。
こ
れ
が
再

生
だ
と
思
う
。

答　

今
回
の
社
総
交
で
目
指

し
て
い
る
も
の
。
歴
史
的
な

価
値
あ
る
建
造
物
を
中
心
に
、

町
な
か
再
生
を
考
え
て
い
く
。

問　

今
年
度
は
池
田
松
川
給

食
セ
ン
タ
ー
と
、
池
田
保
育

園
の
改
築
で
大
変
な
出
費
で

あ
る
。
防
災
無
線
の
デ
ジ
タ

ル
化
も
、
予
定
さ
れ
て
い
る
。

交
流
セ
ン
タ
ー
は
今
す
ぐ
必

要
と
は
思
え
な
い
。
延
期
し

て
、
保
護
者
も
望
む
会
染
保

育
園
の
改
築
を
、
先
に
す
る

べ
き
で
あ
る
。
園
児
を
同
じ

環
境
で
保
育
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

答　

現
在
す
で
に
策
定
委
員

会
を
設
置
し
、
計
画
作
り
を

進
め
て
い
る
。
公
民
館
は
近

い
将
来
建
て
替
え
が
必
要
。

交
流
セ
ン
タ
ー
は
街
中
の
賑

わ
い
を
取
り
戻
す
施
設
で
あ

り
、
会
染
保
育
園
は
耐
震
診

断
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

問　

池
田
保
育
園
は
改
築
で
、

会
染
保
育
園
は
耐
震
化
と
は

不
公
平
で
は
な
い
か
。

答　

耐
震
診
断
を
し
て
み
て

結
論
を
出
す
。

問　

財
政
は
大
丈
夫
か
。

答　

社
会
資
本
整
備
交
付
金

は
、
補
助
率
が
40
％
で
使
い

勝
手
の
良
い
交
付
金
で
あ
る
。

基
金
か
ら
の
充
当
も
考
え
て

い
る
。

買
い
物
バ
ス
に
つ
い
て

問　

私
の
提
案
で
あ
る
が
、

ザ
・
ビ
ッ
グ
主
体
の
買
い
物

バ
ス
の
運
行
で
あ
る
。
利
用

者
は
登
録
制
で
、
運
賃
は
ザ

・
ビ
ッ
グ
が
持
ち
、
発
着
地

と
す
る
。
登
録
者
は
乗
車

場
所
も
登
録
。
南
回
り
と

北
回
り
を
交
互
に
し
て
、

買
い
物
時
間
を
1
時
間
と

す
る
。
午
前
と
午
後
一
便

で
、
週
2
日
の
運
行
で
ど

う
か
。

答　

先
般
ザ
・
ビ
ッ
グ
か

ら
、
専
用
の
無
料
買
い
物

バ
ス
運
行
を
し
て
欲
し
い

と
の
要
望
が
あ
っ
た
。
公

共
交
通
政
策
と
し
て
、
公
平

性
を
欠
く
こ
と
か
ら
賛
同
で

き
な
い
。
ザ
・
ビ
ッ
グ
が
事

業
主
体
と
な
っ
て
、
実
施
す

る
考
え
は
無
い
と
の
回
答
。

巡
回
バ
ス
改
良
版
に
期
待
し

て
下
さ
い
。

期
日
前
投
票

問　

期
日
前
投
票
は
宣
誓
書

の
記
入
を
、
投
票
所
で
行
う

た
め
嫌
が
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
自
宅
で
記
入

し
て
い
く
た
め
、
年
輩
者
や

若
者
に
も
喜
ば
れ
る
と
思
う
。

答　

当
町
も
期
日
前
投
票
率

が
15
％
前
後
に
定
着
し
て
き

た
。
込
み
合
う
こ
と
も
あ
り
、

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
投
票
率

ア
ッ
プ
の
た
め
検
討
す
る
。

建設してから 45年が経過した町公民館

耐震診断を行う会染保育園
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1
月
臨
時
議
会

主な内容は次のとおり。
◎一般会計補正予算について
　・補正額 2,608.9 万円
　・内容：大北森林組合への森林整備委託料の増、ペレット

ストーブの普及対策、松くい虫防除対策（滝沢地区樹間
注入）、除雪委託料の増など。

＜採決結果＞　全員の賛成により可決。

◎池田町ハーブセンターの指定管理者について
　現在のハーブセンターの指定管理がこの 3月 31日をもっ
て終了する。株式会社「てる坊市場」を再指定としたので地
方自治法第 244条の 2、6により議会議決をお願いしたい。
　・名　称　　株式会社　てる坊市場　
　・代表者　　代表取締役　大出　美晴
　・住　所　　池田町大字会染　6330-1
　・委託期間　平成 25年 4月 1日から

25年1月臨時議会25年1月臨時議会

　　　　　　　平成 28年 3月 31日の３ヶ年
【本会議での議論】
　○質疑（立野議員）：株式会社「てる坊市場」を再指定した理由は。
　　振興課長：ハーブセンターの指定管理者に平成 22年 4月 1日から３ヶ年株式会社「てる坊市場」に委託した。
　　この間、来場客が増え、販売額が 7,000 万円から 1億円になった。株主も 200名を越え多くの町民が参画

した。管理内容が概ね良好であった。以上の理由により、「池田町公の施設の指定管理者の指定手続きに関
する条例」第２条（２）の規定に基づき、再指定とした。

　○賛成討論（薄井議員）：株式会社「てる坊市場」の実績を評価したい。町もガラス温室、観賞園の改善に予算、
人的に支援して欲しい。

＜採決結果＞　全員の賛成により可決。

◎「池田町防災行政無線プロポーザルの調査に関する決議」について
【提案理由】
　池田町防災行政無線のデジタル化事業の公募型プロポーザルをめぐり透明性、公平性を欠くなど町民の不信を
招いているので調査特別委員会を設置し、真相を究明する。
【決議内容】
　調査特別委員会は地方自治法第 100条第 1項の規定により、池田町防災行政無線プロポーザルの事務に関す
る調査を行う。調査特別委員会の設置は地方自治法第 110条、池田町委員会条例第 5条の規定に基づき、調査
は議員 11名で構成する調査特別委員会に付託して行う。調査権限を地方自治法第 100 条第 1項、同 98条第
1項の規定により、調査特別委員会に委任する、調査特別委員会は調査が終了するまで閉会中も行うことができ
る。調査費用は 10万円以内とする。
　○反対討論（宮崎議員）委員会調査は必要であるが、地方自治法 100条での調査には反対である。
　○賛成討論（薄井議員）一連の経過からみて、なぜ町長が特定業者に情報を流し、こだわったのかなど不明な
点がある。真相の究明には地方自治法 100条での調査が必要であり、賛成する。

＜採決結果＞　賛成多数により可決。
　なお、調査特別委員会の委員は議長を除く全議員（11人）とし、委員長に矢口新平、副委員長に立野　泰、
薄井孝彦を選任した。

　平成 25年１月 23日、臨時議会が開かれ、大北森林組合への森林整備委託料の増など
の一般会計補正予算を可決し、池田町ハーブセンターの指定管理者に平成 25年 4月 1
日から３ヶ年、株式会社「てる坊市場」に指定することを議決した。
　また、「池田町防災行政無線プロポーザルの調査に関する決議」を賛成多数で可決し、
上記の調査特別委員会（100条委員会）の設置が議決された。

指定管理を更新したハーブセンター
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2
月
臨
時
議
会
・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

25 年２月臨時議会主な内容は次のとおり。
◎ 池田町防災行政無線整備工事の請負契約の締結について
　・契約の目的　　池田町防災行政無線整備工事
　・契約の方法　　随意契約（公募型プロポーザル方式）
　・契約金額　　　2億 7,793 万 1,850 円
　・契約の相手　　松本市深志　株式会社　日立国際電気長野営業所
　○賛成討論（服部議員）
　　　現在のアナログ方式の防災無線では交換部品がないことから、スムーズな事業展開が必要であるので賛成

する。
＜採決結果＞全員の賛成により可決。

25年2月臨時議会25年2月臨時議会

平成 25年 2月 19日、臨時議会が開かれ、池田町防災行政無線整備工事の請負契約の締
結について地方自治法 96条第 1、第 5号により議会同意を求められ、議決した。また、
町農業委員に山口美代子氏（一丁目）を議会推薦した。

アップルランド池田店に関するアンケート調査結果　回答数　266
☆店舗での聞き取り調査等　1/27、1/29、1/31 の 3日間　AM11:00 ～ 12:00、PM4:00 ～ 5:00 の 1時間ずつ実施
☆アンケートＢＯＸの設置　1/28 ～ 2/7 の間、総合福祉センター・池田町役場・てる坊市場の 3か所にＢＯＸを設置

町民の皆さんの意見（一部抜粋して掲載）
・困る（意見多数あり）　・あの場所で店舗再開を、無理な
らそれに代わる場所づくりをしてほしい。（町中で）
・町で造るセンターの中に、店舗を作ってもらいたい。
・食べることは毎日３回なので困る。池田町なかも寂れてしまう。
・なくなったら非常に困ります。近場での再開を望みます。
・店舗の位置は安曇病院の付近とし、通院・買い物のための
バスの拠点を設置することを希望。

・買い物バスは、乗り降りや時間的に不便だと思う。
・池田町の皆が、ほかの市町村の魅力あるところとか、ビッ
グ、宅配等で間に合うと思う。
・もっと早期に町民アンケート（声）を聴いてほしかった。
・なぜ今さらアンケートなのですか？今の場所の跡地に図書
館、公民館の建設を計画しているとは何事ですか。
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議 

会 

改 

革
議会基本条例制定に向けご意見をお寄せください

　池田町議会は、議会や議員の責務・活動原則、町民と議会、議会と行政との関係などを定めた「池田町議会基
本条例」の制定に向け、取り組んでおります。条例（素案）をご覧いただき、ご意見やお気づきの点をお寄せく
ださい。なお、ご意見は５月 24 日までに、この「議会だより 22 ページ」にあるハガキ（切り取ってご利用くだ
さい）またはメールでお寄せください。（様式自由）
　メール：gikai@town.ikeda.nagano.jp
　条例は９月議会で制定を予定しています。　　　　　　　　　　　　池田町議会改革等推進特別委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員長　　宮　崎　康　次

「池田町議会基本条例」の考え方とこれまでの取り組みについて
　「議会は何をしているか分からない。議会は説明責任を果たしていない。議員定数が多い。議員歳費も高
い。」これらの町民の声を受け、２年前、「池田町議会改革等推進特別委員会」を立ち上げました。これまで
16 回の委員会を開き、「議会基本条例」制定に向け検討して参りました。その間、大町市議会、上伊那郡箕
輪（みのわ）町議会、神奈川県開成（かいせい）町議会を視察研修しました。また、「まず実践を」の観点
から、昨年７月には自治会協議会との意見交換会を初めて開き、基本条例についてご意見をいただきました。
また、昨年の 12 月定例会は日曜議会を計画しましたが、衆議院選挙と重なり残念ながら実施できませんで
した。しかし、この２月には日本で最も議会改革が進んでいる会津若松市議会の目黒章三郎議長をお招きし、
議会改革講演会を開催しました。これらに基づき、当町の議会基本条例の制定にあたっては次の目指す議会
像を定め、それを実現する項目を条例としてまとめました。

　①　町民の声を聞き集め、検討・政策化（条例化）し、町へ提言する議会
　②　行政をチェックし、議決責任と説明責任を果たす議会
　③　議員間でよく討議する議会
　④　町民参加を進める議会
　⑤　情報を知らせ公開する議会
　⑥　質疑・討論が充実し、傍聴していて、分かりやすい議会
　⑦　議員・議会の倫理と公正を保持し、その役割を誠実に果たす議会
　⑧　議会・議員・議会事務局の政策形成能力を高めるため、よく研修する議会
　⑨　議員定数・報酬が適正な議会

池田町議会基本条例（素案）
　　前　文　
　　第 1章　総則（第 1条）
　　第 2章　議会の責務と活動原則及び議会機能の強化
　　　　　　（第 2条̶第 10 条）
　　第 3章　議員の責務と活動原則（第 11 条・第 12 条）
　　第 4章　町民と議会との関係（第 13 条 )
　　第 5章　議会と町長との関係（第 14 条－第 17 条）
　　第 6章　議員定数及び議員報酬（第 18 条）
　　第 7章　最高規範と見直し手続（第 19 条・第 20 条）

前　　文
　池田町議会（以下「議会」という）は、池田町民 ( 以下「町民」という ) から選ばれた議員により構成される
町民の代表機関である。
　二元代表制は議会と池田町長（以下「町長」という）がともに町民の信託を受け、対等な関係のもとに、それ
ぞれの特性を活かしながら切磋琢磨し、町民の福祉の向上と町発展に努める制度である。
　議会は主権者である町民の意思を把握し、町政に的確に反映させる責務を有する町の意思決定機関であり、町
民自治を発展させ、町民とともに歩む議会の使命は重大である。
いま地方分権の時代を迎え、先人が築いてきた歴史、伝統、文化を引き継ぎ、町民が安心して生活でき、元気な
池田町をつくることが求められている。
　北アルプス展望と田園や里山に囲まれた美しい池田町を未来につなげるため不断の努力をここに決意し、「池
田町議会基本条例」を制定する。

議会基本条例制定に向けご意見をお寄せください
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革

第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、議会に関する基本事項を定め、議会及び議員の責務と活動原則などを明らかにすることに
より、町民の負託に応え、町民福祉の向上と町政の発展に寄与し、豊かで明るく住みよい池田町の実現を図る
ことを目的とする。

【解　説】　前文に掲げた議会の決意を受け、この条例の目的を次のように規定した。
議会及び議員の責務を果たすことにより、町民福祉の向上と町政の発展に寄与し、住みよい町とすること

第2章　議会の責務と活動原則及び議会機能の強化
（議会の責務）
第２条　議会は町民を代表する唯一の議決機関であることを深く認識し、適切な判断と責任ある活動により町の
政策決定を行うとともに、事務の執行に対し監視と評価を行い、町政の発展に資する政策提言を行う。

【解　説】　議会の責務を次のように規定した。
町の政策決定を行い、町政の事務執行機関に対し、監視と評価及び政策提言を行うこと

（議会の活動原則）
第 3条　議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
（1）議会は情報公開に努め、町民に開かれた議会運営を行い、議会への町民参加を推進し、町民への説明責任を
果たす。

（2）議会は、議会が言論の場であることや合議制機関であることに鑑み、議員間の自由な討議を積極的に推進し、
政策等の論点、争点を明らかにし、町長などの事務執行に対し監視及び評価機能を高める。

（3）議会は、町民の意見を的確に把握し、町政に反映させるため必要な政策提言を行い、町民とともに町づくり
に取り組む。

（4）議会は、会議を原則公開とする。
（5）議会は、常に議会改革に取り組む。

【解　説】　議会の活動原則として次の 5点を規定した。
１　情報公開に務め、町民にひらかれた議会運営と町民参加を推進し、町民への説明責任を果たすこと
２　議員間の討議を積極的に推進し、事務執行に対し監視及び評価機能を高めること
３　町民の意見を的確に把握して町政に反映させ、町民とともに町づくりに取り組むこと
４　会議を原則公開とすること
５　常に議会改革に取り組むこと

（委員会）
第 4条　委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営を行う。
２　委員長の許可を得た者が委員会を傍聴することができる。

【解　説】　委員会の活動について次の２点を規定した。
１　委員会の設置目的に応じた機能が十分発揮されるように運営すること
２　委員会傍聴には委員長の許可が必要であること

（付属機関）
第 5条　議会は、審査、諮問または調査の必要があると認めるときは、有識者等で構成する付属機関を設置する
ことができる。

【解　説】　付属機関の設置について次の点を規定した。
議会は審査、諮問または調査の必要があるときは有識者で構成する付属機関を設置できること
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（議会機能の強化）
第 6条　議長は、議会が議員による討議の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運
営に努めるものとする。
２　議会は、本会議及び委員会において議案審議等の結論を出す場合、議員相互間の自由討議により議論を尽く
し、合意形成に努めるものとする。
３　議会は、毎月議員定例協議会を開催し、議員の政策形成と立案能力の向上を図るものとする。

【解　説】　議会機能の強化するため次の３点を規定した。
１　議長は議員間の自由討議を中心とした運営に努めること
２　議会は本会議及び委員会において議案審議等の結論を出す場合、議員間の自由討議により議論を尽くし、
　合意形成に努めること
３　議会は毎月議員定例協議会を開催し、政策形成能力の向上に努めること

（研修の充実）
第７条　議員及び議会事務局職員は、議会活動に資するため、積極的に研修などに参加する。

【解　説】　議員及び議会事務局の能力向上のため積極的に研修などに参加することを規定した。

（交流及び連携の推進）
第８条　議会は、他の自治体の議会と政策及び議会運営等について意見交換するため、積極的に交流し連携を図る。

【解　説】　議会は他の議会と交流し、政策や意見交換することを規定した。

（議会事務局の体制整備）
第９条　議会は、議員の政策提言及び議会活動を支援するため議会事務局の充実に努める。

【解　説】　議会・議員の政策形成能力の向上を図るため議会事務局の充実に努めることを規定した。

（議会図書室の充実）
第 10 条　議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書の充実に努める。

【解　説】　議員が調査研究に利用できるように、議会図書の充実に努めることを規定した。

第3章　議員の責務と活動原則
（議員の責務）
第 11 条　議員は、町民から負託を受けた議会を構成する一員として、倫理と公正を保持し、議会の役割と責任
を誠実に果たすよう努める。

【解　説】　議員の責務として次の点を規定した。
 倫理と公正を保持し、議会の役割と責任を果たすよう努めること

（議員の活動原則）
第 12 条　議員は、町民の意見を的確に把握し、日常の調査や研究活動を通じて自己研鑽に努める。
２　議員は、議会が合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を尊重する。
３　議員は、議会活動について、町民に説明責任を果たす。
４　議員は、町民の視線に立ち行政運営を監視し、政策提言を行う。

【解　説】　議員の活動原則として次の４点を規定した。
１　町民の意見を的確に把握し、自己研鑽に努めること　２　議員相互の自由な討議を尊重すること
３　町民に説明責任を果たすこと　４　行政運営を監視し政策提言を行うこと
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第4章　町民と議会との関係
( 議会への町民の参加及び町民との連携 )
第 13 条　議会は町民に積極的に議会の情報を発信し、町民との情報の共有化を図る。
２　議会は、請願及び陳情を町民の政策提言と位置づけ、その審議にあたっては関係町民から意見を聞く機会を
設けることができる。
３　議会は、町民の意見を的確に把握するため、町民と議会の意見交換会（議会報告会）を年１回以上開催する。
前項で出された要望及び意見を議会運営委員会で整理したのち、常任委員会で検討し、町長などに対応を求め
るとともに、政策提言に活かす。
４　議会は、町民が議会を身近に理解する方法として休日議会、模擬議会（子ども議会など）を開催することが
できる。
５　議会は、議会報やインターネットを利用した議会中継及びホームページなどを用いて町民に議会の情報を積
極的に伝える。
６　議会は、重要議案、陳情及び請願などに対する各議員の対応を議会報で公表するなど、情報の提供に努める。

【解　説】　町民と議会との関係で次の６点を規定した。
１　議会は町民に議会情報を発信し、町民との情報の共有化を図ること
２　請願・陳情を町民の政策提言と位置づけ、審議にあたっては関係町民から意見を聞くことができること
３　町民の意見を的確に把握するため、町民と議会の意見交換会（議会報告会）を年１回以上開催すること
４　休日議会、模擬議会（子ども議会など）を開催できること
５　議会報や議会中継及びホームページなどを用いて町民に議会情報を積極的に伝えること
６　重要議案、陳情・請願などに対する各議員の対応を議会報で公表すること

第5章　議会と町長との関係
（本会議での議会及び議員と町長等との関係）
第 14 条　本会議における一般質問での議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にする
ため、一問一答方式で行う。
２　町長等は、本会議における一般質問に対して、論点及び争点を明確にするため、議長の許可を得て反問する
ことができる。

【解　説】　本会議での議会・議員と町長等との関係で次の２点を規定した。
１　本会議における一般質問での質疑応答は一問一答方式で行うこと
２　本会議における一般質問で、町長等は論点・争点を明確にするため、反問（＝質問内容を確認）すること
　ができること

（町長による政策形成過程の説明）
第 15 条　議会は、町長が提案する重要な政策、施策及び事業について、町長に対して次に掲げる事項を明らか
にするよう求める。

（1）政策を必要とする背景
（2）提案に至るまでの経緯と関係法令
（3）町民参加の実施の有無とその内容
（4）他の自治体の類似する政策との比較検討
（5）総合計画における根拠及び位置付け
（6）政策等の実施に係る財源措置
（7）将来にわたる政策等の効果及びコスト

【解　説】　議会は、町長が提案する重要な政策、施策及び事業について、その政策形成過程を上記７項目で
明らかにするよう求めることを規定した。

（予算・決算における政策説明）
第 16 条　議会は、予算及び決算の審議にあたっては、前条の規定に準じて、町長に対し、分かりやすい施策別
又は事業別の説明資料を提出するよう求める。

【解　説】議会は町長に対し、予算・決算における政策説明資料の提出を求めることを規定した。
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（議決事件の拡大）
第 17 条　地方自治法第 96 条第２項の規定により、議会の議決すべき事件に町の基本構想（総合計画）を加える。

【解　説】　議会の議決すべき事件に町の基本構想（総合計画）を加えることを規定した。

第6章　議員定数・報酬
（議員定数及び議員報酬）
第 18 条　議員定数（以下「定数」という。）及び議員報酬（以下「報酬」という。）の改正にあたっては、行財
政改革の視点のほか、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮する。
２　議員が定数及び報酬を改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付して、議長に提出する。

【解　説】　議員定数及び議員報酬について次の２点を規定した。
１　議員定数及び議員報酬の改正にあたっては行財政改革の視点、町政の現状と課題、将来の予測と展望を
　十分に考慮すること
２　議員定数及び議員報酬の改正する議案を提出するにあたっては、改正理由の説明を付け、議長に提出す
　ること

第7章　最高規範と見直し手続き
（最高規範性）
第 19 条　この条例は、議会運営における最高規範であり、議会に関するいかなる条例、規則、規程等もこの条
例の理念に従うものでなければならない。
２　議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する
研修を行うものとする。

【解　説】　この条例について次の２点を規定した。
１　この条例が議会運営における最高規範であり、議会に関する条例、規則、規程等もこの条例の理念に
　従うこと
２　議会は一般選挙を経た任期開始後、速やかに議員にこの条例に関する研修を行う義務があること

（見直し手続き）
第 20 条　議会は、社会情勢の変化、町民の意見等を踏まえ、この条例の目的が達成されているかどうか検証を
行い、改正が必要と認められる場合には、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

【解　説】　この条例の見直し手続きとして次の点を規定した。
この条例は改正が必要と認められる場合には、改正できること

附　則
この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。

議会改革についてのお問い合せは、下記までお願いします。

連絡先
池田町役場　議会事務局内　TEL/FAX 62 － 9529

議会改革等推進特別委員会
　　委員長　　宮崎　康次　　委　員　桜井　康人
　　副委員長　薄井　孝彦　　　〃　　矢口　新平
　　委　員　　内山　玲子　　　〃　　和沢　忠志
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　平成 25年２月６日、講師に会津若松市議会議長「目
黒章三郎」氏を迎え議会改革講演会を実施した。演題
は「地方議会の改革」について～これからの地方議会、
議員活動を考える～で、参加者は 47人（町民 16人、
議会関係 24人、町関係５人、その他２人で、実践に
裏付けられた分かりやすい話で、今後の議会改革に大
変参考になった。

講演の概要は次のとおり。
○地方政治の特徴は２元代表制（首長と議員が共に住
民から選ばれ、チェック and バランスの関係にあ
る）にある。
○議会基本条例は条例をどう活かすかが大切である。

先進地の議長を招き
議会改革講演会開催される

有意義だった
目黒議長の講演

議会基本条例について町の皆さんのご意見をお寄せください。
その他お気づきのことがございましたら、ご自由におかきく
ださい。

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ありがとうございました。

※５月２４日までに切手を貼らずご投函願います。
お差支えなければ下記へご記入ください。   　

　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

池田町役場　議会事務局内　議会改革等推進特別委員会
　　電 話  ０２６１－６２－９５２９

○議員は絶えず住民の声を聞き町政に反映していくこと、議会は住民の声を吸い上げ政策化していくことが重要
である。
○議会基本条例が機能していくには次の３要件が必要である。
　①議会報告会（意見交換会）を行うこと。②議員間討議を行うこと。③請願・陳情者に議会で発言の機会を与
えること。
○議会はチェック機能を果たすことが重要である。夕張ショック（議会が行政の追認機関であった）を繰り返し
てはいけない。
○議会と住民との意見交換会で出された多様な声を拾い上げ、議員間で練り上げて政策化していくことを通じ、
住民自治の促進に議会が寄与できる。
○議会・議員には議決権と言う大きな権限が与えられている。そのためには、チェックと政策提言が必要である。
○議会は「かたまり」であって、議員個人ではない。議員間の自由討議を通じて、議案への賛成・反対の理由を
明らかにし、議案審議を深堀し、修正、付帯決議などで議会の意思を示すことが必要である。
○請願・陳情は住民の政策提言として受け止めること。
○議会と当局はいつも同じ方向を向いているとは限らない。議会は時には当局と対立・修正もし、住民福祉の向
上に当局と切磋琢磨することが大切である。
○「政策形成サイクル」は市民との意見交換会を起点に得られた意見を整理して、問題点を分析、討論、政策立
案を行い、議会議決する。行政による政策執行後、政策評価を行い、更なる政策形成につなげる。
○「政策討論会」はテーマの問題分析後、論点抽出し、学識経験者の指導も借り、論点整理を行い議員間で討議
を行う。更に、市民との意見交換を行い、最終調整を行った後、政策提言し条例化する。
○意見交換会は５月（予算説明）、１１月（決算説明）の年２回実施している（年１回は少ない）。更に、分野別
（保育、身障者など）の意見交換会も実施し市民要求の把握に努めている。
○会津若松市議会では、常任委員会で必要に応じ「議員間討議」を実施している。議員間討議は「最初から結論
ありき」では進まない。論点を明らかにすることが肝要である。
○目指す議会活動像は、協働型議会＝監視機能＋政策立案機能＋市民参加機能である。

キ　リ　ト　リ　セ　ン

キ　

リ　

ト　
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ン
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議会日誌《１月～３月》
１月５日
７日
７日
10日
17日
17日
20日
22日
23日
27日

２月１日
６日
７日
10日
13日
15日
19日
19日
20日
21日
21日
26日
27日

３月４日
６日
８日
16日
19日
21日
22日
25日
26日
27日
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。
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図
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も
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す
。

　
　
　
　
　
　

薄
井
孝
彦

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会

委 

員 

長　

矢
口　
　

稔

副
委
員
長　

薄
井　

孝
彦

委　
　

員　

大
出　

美
晴

　
　
　
　
　

那
須　

博
天
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子

　
　
　
　
　

宮
崎　

康
次

村 端 徳 子 さん
（滝　沢）

議会を傍聴して

新春賀詞交歓会
議会報編集特別委員会
議会改革特別委員会
議会報編集特別委員会・議会全員協議会
議会報編集特別委員会
議員協議会
池田町消防団出初式
例月出納検査
議員協議会・全員協議会・議会運営委員会・１月臨時議会
29日・31日　アップルランド池田店アンケート調査
町村議会広報研修会・総務福祉委員会
議会改革講演会
議員協議会
女団連と議会議員との懇談会
穂高広域議会定例会
池田松川施設組合定例会
高瀬広域水道企業団２月定例議会
議会運営委員会・議会全員協議会・２月臨時議会
議会改革特別委員会・議員協議会
例月出納検査
22日　北アルプス広域議会２月定例会
県町村議会議長会
議会調査特別委員会（100条）
議会運営委員会・議会全員協議会
池田松川学校給食センター竣工式
19日　定例議会
池田小学校・会染小学校卒業式
高瀬中学校卒業式
池田保育園竣工式
例月出納検査
北保育園・会染保育園卒園式・議会改革特別委員会
議会報編集特別委員会
議員協議会

・

～

～

ま
し
た
。
な
か

で
も
、
今
回
の

３
月
議
会
ほ
ど

真
剣
に
傍
聴
し

た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

２
月
に
ア
ッ

プ
ル
ラ
ン
ド
池
田
店
が
閉
店

し
て
、
町
な
か
の
人
た
ち
の

買
い
物
の
場
所
が
無
く
な
り
、

「
困
っ
た
。
困
っ
た
。」
と
い

う
声
を
聞
い
て
い
た
の
で
町

は
ど
う
す
る
の
か
気
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
跡
地
に
「
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー
」
の
建
設
な

ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
社
会
資

本
整
備
総
合
計
画
」
が
突
然

町
か
ら
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

買
い
物
の
場
を
何
と
か
し
て

ほ
し
い
と
い
う
声
が
強
く
あ

が
り
ま
し
た
し
、
計
画
の
再

検
討
を
求
め
る
署
名
活
動
も

は
じ
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
議
員
の
み
な
さ
ん

と
懇
談
す
る
機
会
が
あ
り
、

話
を
聞
い
て
い
ま
す
と
議
員

さ
ん
方
は
口
々
に
詳
し
い
話

は
聞
い
て
い
な
い
と
言
い
ま

す
。
議
会
で
質
問
す
る
と
い

う
こ
と
で
し
た
。

　

傍
聴
席
は
い
つ
も
と
違
っ

　

池
田
町
に
移
住

し
て
か
ら
ま
も
な

く
８
年
が
過
ぎ
ま

す
。
こ
れ
ま
で
議

会
と
い
う
場
は
遠

い
存
在
で
し
た
が
、

池
田
町
に
来
て
か

ら
と
き
ど
き
傍
聴

す
る
よ
う
に
な
り

て
ほ
ぼ
満
席
。
議
員
さ
ん
方

も
私
た
ち
の
気
持
ち
と
同
じ

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
多
く

の
議
員
が
町
の
計
画
に
つ
い

て
質
問
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　

町
長
答
弁
は
国
の
補
助
金

の
こ
と
ば
か
り
強
調
し
て
い

る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
し
た
。

ま
た
町
民
の
思
い
と
随
分
ず

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
高
齢
化

が
す
す
む
町
の
こ
と
を
ふ
ま

え
、
安
心
し
て
住
め
る
町
づ

く
り
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
し
た
。
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